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This report is dedicated to the memoryof Brian Blomme.  Brian’s contribution to Greenpeace and the fight 
for a better world won’t end with his passing because we all learned so much from him. Thanks Brian.
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夜ノ森（福島県浜通り）の放棄された民家。周
辺の放射線量は 2.72 マイクロシーベルト／時。
原発事故前の数値は 0.08 マイクロシーベルト
だった。
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はじめに

原発事故の簡単な後始末方法はありません。本
報告では、放射能汚染の除染の完了、というも
のが実際には存在しないことを明らかにしていま
す。1986年にチェルノブイリ原発で、2011年に
東電福島原発で始まった大惨事は、原発の大事故
は悲惨な状況を直後にもたらすだけでなく、人の
健康と環境に長期的な被害をもたらすものだとい
うことを示しています。今日も、明日以降も、長
期に渡って被害は続きます。

原子力産業は、この二つの事故を、過小評価され
た死亡数により語ることを好んでいるようです。
しかし、現実は、はるかに複雑で、数字では表せ
ない事もたくさんあります。数万もの人々が命を
落とした、健康被害に苦しむ数十万もの人々がい
る、という数字以上の影響があります。

原発事故後、被害者は過酷なプレッシャーのもと
に置かれています。多くが、被ばくを避けるため
にふるさとを離れなければなりませんでした。
事故後、友だち、家族、地域社会は分断されまし
た。ウクライナでも、事故から30年たってもまだ
ふるさとに帰れない人がいます。主要な都市であ
ったプリピャチはいまだにゴーストタウンです。
福島で避難指示が出た地域社会の人々はふるさと
を離れ、友だちや隣近所の人々とバラバラになり
ながら、暮らしを取り戻すために大変な苦労をさ
れています。

世界には400を超える原発があります。程度の差
こそあれ、そのどれもがメルトダウンを起こす
可能性があります。いつ、次の原発事故が起こる
かわからないという不安の中でわたしたちは暮
らしています。人為的ミス、テロ、非常用電源の
喪失、自然災害、古くなった原発が大事故を起こ
す・・・これらはいつでも起こりうることです。

原子力産業の主張とは裏腹に、実に世界は大きな
原発事故を10年に1回１、経験しています。

原発が危険であることは明らかなのに、原子力産
業や原子力を推進する政府は、そのリスクを人々
から隠し続けています。何十万ものチェルノブイ
リ、東電福島原発事故の被害者にとって、そのリ
スクは現実となりました。しかし、どれだけ広範
囲の人々に、住まいを失うこと、汚染された環境
で生きることが起きているか、またどんなに深刻
かについては、過小評価されたり、誤解されたり
しています。

グリーンピースは、国立ウクライナ医学アカデミー
放射線医学研究センターの医療人口統計学研究
所所長である、オメリアニッツ教授率いる科学者
チームにチェルノブイリと東電福島原発事故の
健康影響についての科学的データと研究結果の
まとめと評価を委託しました。その報告書である
「Health Effects of Chernobyl and Fukushima: 
30 and 5 years down the line」は、事故後の世
代も含め、被害者の暮らしと健康へのさまざまな
影響について報告しています２。

また、ウクライナ国立生命環境科学大学(NUBiP)
のウクライナ農業放射線研究所 (UIAR)所長であ
るカシュパロフ教授と彼のチームは30年後のチ
ェルノブイリの汚染の広がりについて公開され
ている科学的な調査報告書のまとめである「The 
Radioactive Contamination of Chernobyl and 
Fukushima: 30 and 5 years later - Part on 
Chernobyl」でチェルノブイリの汚染がいまだに
広範囲にわたっていることを示しました３。現時
点で1万平方キロメートル以上が産業に使えず、
およそ500万もの人々が汚染されていると公的に
認識されている地域に住んでいます４。そして、

チェルノブイリ原発事故、東京電力福島第一原発事故が始まってから、それぞれ 30
年、5年になります。グリーンピースはこの二つの事故の、終わらない汚染、住民への健
康と社会的な影響について科学調査や文献について、まとめと評価を研究者に委託しま
した。また、自らもロシア、ウクライナそして日本で今も日常的に人々が直面している
過酷な状況の広がりを伝えるべく、現地で放射線調査を行いました。

1. はじめに

汚染された浪江町の通り。

浪江町は、全域が避難区域となっている。除
染作業員や原発作業員のみが特別に立ち入り
を許可されている。周辺の放射線量は 0.43 
マイクロシーベルト／時。

© Robert Knoth / Greenpeace
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性などです。二つの事故はいずれもレベル7に分
類されていますが、チェルノブイリ原発事故によ
る放出量は東電福島原発事故によるそれのおよそ
10倍です（詳しくは表1参照）。

表1：東電福島原発事故とチェルノブイリ原発
事故による放射性核種（抜粋）* の大気放出量　
比較７

チェルノブイリ原発事故 東電福島原発事故
1986年4月26日 2011年3月11日

ヨウ素131：1760 PBq
セシウム137：85 PBq

ヨウ素131：153 – 160 PBq
セシウム137：13 – 15 PBq

放出放射能総量：
5300 PBq

放出放射能総量：
520 PBq

INES レベル 7 INES レベル 7
* クリプトン(Kr)やキセノン(Xe)などの希ガスを除く

チェルノブイリ原発事故を受けて、国際原子力
機関（International Atomic Energy Agency 
：IAEA）は原子力事故についての世界共通の指
標として国際原子力事象評価尺度（International 
Nuclear Event Scale：INES）を策定しまし
た。INES の目的は「発生した事象の安全上の意味
について、科学技術関係者、メディア、そして公
衆の間のコミュニケーションと理解を助ける」こ
とです６。

INESの評価尺度には7つのレベルがあります。そ
のうち最も高いレベル7の事故は、環境と人体に
深刻なリスクをもたらします。レベル4から7は、
環境中に放出された放射能の総量に基づいて分類
されます。放出量はベクレル(Bq)で表されます。
ベクレルとは1秒間に不安定な原子核が崩壊する
数を表す単位です。放出規模によっては、ペタベ
クレル(PBq)が用いられます（1PBq は1015 = 
1000,000,000,000,000 Bq）。

レベル1から4は、放射線に曝された人の数と被ば
く線量に基づいて分類されます。

チ ェ ル ノ ブ イ リ と 東 電 福 島 原 発 事 故 の 比 較
は、INESの評価尺度がいくつかの重要な変数を見
落としていることを示しています。それらは放出
タイミング、放出期間、そして同じ敷地内にある
複数の原子炉が同時に放射性物質を放出する可能

核物理学者であり、フランス放射能測定専門機関
ACROのデイビッド・ボワイエ代表に福島の現状
をそのまま把握するために東電福島原発事故の汚
染状況について最新の研究のまとめと評価を委託
しました５。

上にあげた広範囲な報告を含め、このレポートで
はいかに政府・規制機関および原発を運営する電
力会社たちが原発事故直後の避難についてだけで
なく、何十万もの避難者の長期的な対応と汚染さ
れた地域社会と農地などに対して何の準備もでき
ていなかったかを明らかにすることを狙いとしま
した。

悲しいことに、歴史は繰り返します。本報告はチェ
ルノブイリ原発事故と、その25年後に起きた東電
福島原発事故という人類史上例を見ない二つの過
酷な原発事故が何をもたらしたかについて述べて
います。双方とも、それぞれの社会を劇的に変え
ました。双方の政府ともその被害に見合う賠償が
できず、必要な社会的支援も行えていません。

放射能汚染が長期に及ぶことから、両原発事故の
被害は今後数十年、数百年と続きます。チェルノ
ブイリと東電福島原発事故の被害者への十分な賠
償や支援は当然されなければなりません。

教訓から学び、このような破壊と苦しみを二度と
繰り返させないことは私たち自身と子どもたちそ
して地球への責任ではないでしょうか。

1.1 チェルノブイリと福島：
放出のタイミングと規模
原子炉事故の際、環境と人体に及ぶ影響は大気中
や水中へ放出された放射性元素の量、その放出タ
イミングと期間、そして放射性元素の化学的性質
から推定されます。放射性物質の放出に関するこ
れらの情報は「ソースターム」と呼ばれます。

放射性同位元素―原子核が不安定で放射線を放出
する元素―はその化学的性質によって、環境中で
の移動や生物濃縮が違ってきます。たとえばヨウ
素131(131Ｉ)は人の甲状腺に速やかに吸収され、
甲状腺ガンのリスクを高めます。ヨウ素131は半
減期が8.3日と短いものの、事故の際にガス状で
放出されると、大気によって遠くまで運ばれる怖
れがあります。

セシウム137(137Cs)も原子力事故による人体への
影響と環境汚染を評価する上で重要となる放射性
元素です。それというのも、セシウム137は土壌
に沈積すると植物組織内で生物濃縮され、食物連
鎖に取り込まれやすくなるため、人体に重大な影
響を及ぼすことが懸念されるからです。セシウム
137は半減期が30年と長く、長期にわたって土
壌を汚染し、人や動植物を放射線に晒し続けるで
しょう。

2011年3月11日に発生
した地震と津波により
損傷した福島第一原発
の衛星写真。

© DigitalGlobe
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1.1.2 チェルノブイリ原発事故  
1986年4月26日の朝（現地時間）、チェルノブイ
リ原子力発電所の4号機で2度の爆発が続けざまに
発生し、まもなくして大量の放射能が放出されま
した。原子炉内は高温となり、残っていた核燃料
が溶け出し、放射能の放出が続きました。こうし
て当初よりは小規模な放出が、およそ1カ月間、継
続しました。

チェルノブイリ原発事故は、人為ミスと原子炉の
設計上の欠陥が組み合わさって引き起こされたも
のです。それは計画的試験中に発生しました。運
転員は禁じられているレベルまで出力を低下さ
せ、その状態で制御棒を挿入しようとしました。
しかしそれは原子炉の設計上の欠陥から、逆に出
力を暴走させ、爆発に至りました。

この爆発によって放出された放射能量は450ペタ
ベクレルと推定されています17。放出された放射
性同位元素は、上空7000メートルから9000メー
トルまで立ち昇り18、大気中を高い高度で遠くま
で運ばれていき、広くヨーロッパと北半球に降り
注ぎました。

世界保健機関（World Health Organization 
：WHO）は、チェルノブイリ原発事故による放
出放射能量は、ベクレル換算で、広島・長崎原爆
によるそれの200倍としています19。環境中に放

1.1.1 東京電力福島第一原発事故
2011年3月11日14時46分（日本標準時間：JST）
マグニチュード9の地震とそれに続く津波が福島第
一原発（以下、福島原発と略す）の電源喪失を引き
起こしました。地震発生当時、福島原発敷地内にあ
る原子炉6基のうち3基（1,2 ,3号機）が運転中で
した。それらは自動停止したものの、電源を喪失し
たことで冷却機能が停止し、それが格納容器の温度
と圧力の上昇をもたらしました。この時点で原子力
安全・保安院（当時）はINESレベル3の事象と公表
しました。

放射能放出は3月12日の午前5時（JST）頃から始
まりました８。初期の放出は主にキセノン133など
の希ガスです。放射能放出が始まると、原子力安
全・保安院による評価はINESレベル5の事故に引
き上げられました９。

その後、3月12日15時30分（JST）に1号機で水素
爆発が発生し、大量の放射能が放出されました。こ
の爆発によるヨウ素131の推定放出量は毎時1015 
ベクレルです。折しも風向きは北西へと変わり、太
平洋の上空にあった放射性プルーム（放射能雲）が
内陸の方へ押し戻されました。

放射能放出のピークは 3月12日から15日にかけ
てで、その後も比較的低いレベルの放出が4月ま
で続いた、との認識で概ね一致しています。実に3
月15日の時点でフランス原子力安全局（French 
Nuclear Safety Authority）はINESレベル6の事
故と評価していました10。前述のとおり、放出ピー
ク期間に風向きは東から西へ変わりました。これは
福島原発の北西に位置する地域に大量の放射能が降
下したことを意味します。しかしながら、3月から
4月にかけて優勢だったのは東への風でした。これ
は放出放射能の大半は太平洋に降下したことを意味
します。

グリーンピースは3月23日、継続的な放射能放出を
考慮し、INESレベル7の事故と評価しました11。原
子力安全・保安院がINESレベル7の事故と認めた
のは、放射能放出が始まった1カ月後の4月12日で
した12。IAEAによる評価も原子力安全・保安院の
それと同じです。希ガスを除く放射能の放出総量は
およそ520ペタベクレルと推定され、それはチェ
ルノブイリ原発事故による放出放射能の総量の約
10パーセントにあたります13。

東電福島原発事故は放射能を大気中に放出しただ
けでなく、放射能汚染水の形で太平洋にも大量に放
出しました。主要な海洋放出は2011年3月から4月

にかけて発生しました。海洋への放出量は、ヨウ
素131が10ペタベクレルから20ペタベクレル、
セシウム137は1ペタベクレルから6ペタベクレ
ルの範囲と推定されます14。東京電力は原子炉に
対するコントロールを取り戻そうと試みています
が、5年が経過した現在も放射能汚染水が依然と
して放出され続けています15。

国会事故調査委員会が政府から独立して実施し
た調査は2012年、東電福島原発事故は地震およ
び津波に起因するが、自然災害とはみなし得ない
と結論しました。報告書は「これは明らかに人災
であり、予測し防ぐことができたはずで、そうし
なければならなかった。そして関係者がより適切
に対応していれば、被害の緩和も可能だっただろ
う」と述べています16。

出されたセシウム137の推定量はおよそ85ペタベ
クレルです20。ヨウ素131はおよそ1760ペタベク
レルで、その大半が事故後、最初の3日間で放出
されました21。チェルノブイリ原発事故で放出さ
れた総放射能量は5300ペタベクレルでした22。

放射性降下物による汚染レベルが最も高いのはウ
クライナ、ベラルーシ、ロシアです。しかしヨー
ロッパ全体が、この三カ国に比べてレベルは低い
ものの、汚染を被りました。なかでも北欧諸国と
アルプス地方はひどく汚染されました。チェルノ
ブイリ原発の周辺30キロの地域は、高い放射線レ
ベルのために避難を余儀なくされました。さらに
チェルノブイリ原発事故による降下物には、4号
機で事故中に照射された核燃料の構成要素と同じ
「ホット・パーティクル」（hot particles）が含
まれていました。核燃料のパーティクル（粒子）
は原子炉周辺地域だけでなく、そこから遠く離れ
たヨーロッパのいくつかの地域に降下した放射性
物質からも検出されています23。したがってチェ
ルノブイリ原発の近隣地域に居住することは、何
万年にもわたって困難でしょう。
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まりましたが、このリスクは幼少時にあびた場合
には特に高くなります。中長期的にもっとも懸念
されることの1つは、セシウム137の放出、移行、
そして沈着でした。長寿命放射性核種であるこ
の放射性物質は、食物連鎖のあらゆる過程で存在
可能で、牛乳、魚、その他の食物製品を汚染しま
す。半減期は30年で、この物質の放射性が自然崩
壊するまでには何世紀もかかります。にもかかわ
らず、多くの住民たちは、事故によって汚染され
た地域で栽培・採取された果物、野菜、魚、キノ
コ類、ベリー類を、これまでに何年にもわたって
食べつづけてきました。

チェルノブイリの原発事故は、この地域に莫大な
財政的な負担ももたらしてきました。ウクライナ
は独立後、事故の影響を軽減するために100億
米ドル以上を出費してきました27。ベラルーシも
1991年から2010年までの期間に事故の影響を軽
減するために190億米ドルを投入しました28。ウ
クライナでは、放射能の影響から国民を適切に守
るための事業を支える資金が不足したり、または
資金が割り当てられなくなるなどして、人々は危
険に晒されています29。

2.1.1 現状
チェルノブイリの大惨事がはじまってから30年が
たちましたが、1万平方キロ以上の土地がまだ経
済活動のために利用不可能な状態にあり30、放射
能に汚染されていることを政府も認めている区域
には、約500万もの人々が住んでいます（ベラ
ルーシに110万人、ロシアに160万人、ウクライ
ナに230万人）31。 

チェルノブイリ原発から半径30キロ以内の立ち入

第二章は、前後半の2つの節に分け、前半では事
故後30年のチェルノブイリに、後半では事故後5
年の福島に、それぞれ焦点を合わせています。ど
ちらの節でも、放射能レベルと、放射能汚染区域
のコミュニティに対する影響を中心に、現状につ
いての詳細なデータを提示します。

2.1  30年を経たチェルノブ
イリ
チェルノブイリの大惨事は、その後何千年もの間
続くことになる取り返しのつかない環境破壊を引
き起こしました。人類史上でかつてなかった大量
の長寿命の放射能同位元素が、一つの出来事で環
境に放出されました。

チェルノブイリ原発事故は広大な土地を汚染し、
何百万人もの人々に影響を与えました。事故後数
日にわたって天候が変わりやすかったため、放射
能汚染はスカンジナビア、ギリシャ、中央ヨーロッ
パ、東ヨーロッパ、南部ドイツ、スイス、東部フラ
ンス、イギリスなど広範な地域に広がりました。

爆発した原子炉の周辺では、住民を避難させた
り、土地利用や食料生産を厳しく制限したりする
必要があるほど汚染された土地は、ベラルーシ、
ロシア、ウクライナの3国で合計15万平方キロに
達しました24。事故が発生した当時、これらの地
域には800万人以上（うち200万人は子ども）が
居住していました25。そのうち、約35万人が、他
の場所に避難するなど汚染地域を離れました26。

事故直後、住民は放射性ヨウ素であるヨウ素131
をあびた結果、甲状腺ガンに冒されるリスクが高

2. 終わらない放射能汚染
第一章で見たような、チェルノブイリ原発と福島原発における大惨事が発生した直後の数
時間、数日、数週間、衝撃の波が世界中を駆け巡るなか、人々はニュースが伝える事態の
展開に目を凝らしました。当初の惨状はすさまじかったものの、数か月が過ぎると、放射
能の雲も、避難した人々の運命も、人々の頭から遠ざかっていきました。しかし、被害地
域のコミュニティにとって不幸なことに、長期に及ぶ放射能被ばくと共に生きるという
危機、あるいは国内で避難生活を続けるという危機のどちらにせよ、危機は今も続いてい
て、そこから一刻たりとも息抜きの猶予を得る可能性は、閉ざされたままです。 

原発事故から30年後、グリーンピースはチェ
ルノブイリの惨事の現場を再び訪れた。4号炉
を覆う新たな閉じ込め（密閉）施設近くの放
棄されたプリピャチの街。

© Denis Sinyakov / Greenpeace
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フ市とズルィンカ市の周辺で複数の地域を選んで実
施されました。

ヒトがその牛乳を飲めば、長い間に人体内に放射
能が蓄積されることが原因となって、さまざまな
重い病を発症する可能性があります。

多くの村で測定した牛乳の放射能濃度は、ウクラ
イナの許容限度を上回っていますが、すでにさま
ざまな対策がされてきたことを考えると、この状
況が近い将来に改善される見込みはありません
38。穀物中のストロンチウム90のレベルも、過去
15年間に大幅に増加しましたが、その原因は、こ
の放射性核種が核燃料粒子から放出され、次いで
生物の生体内に摂取される割合、つまり生物学的
利用能（バイオアベイラビリティ）が高まったこ
とにありました39。同様に、農村地帯の家庭が燃
料として用いる森林資源に対するストロンチウム
90による汚染問題も、深刻化しています。

チェルノブイリの原発事故によって汚染されたウ
クライナの農村地帯で、人体の放射能被ばくを引
き起こす最重要の原因として留まりつづけている
のは、地場産品です40。チェルノブイリ事故の被
害者たちの生活に、放射能汚染がどのような影響
を及ぼしているかについて理解を深めるべく、グ
リーンピースは、2015年秋、地元で生産された食
材と森林木材の残留放射性核種による汚染度につ
いて2つの小規模な予備調査を実施しました。2つ
の調査のうち1つは、ウクライナのリウネ州とキ
エフ州という2つの州で実施されました。もう1つ
は、ロシアのブリャンスク州で、ノヴォズィプコ

り禁止区域は、汚染濃度は高いままに留まり、居
住するには不適切な状態にあります。原発から10
キロ以内の地域は、プルトニウム汚染が高レベル
に達していて、今後何万年もの間この地域には人
が住めないのは明らかです32。しかし、近隣住民
の安全性にとってもっと心配なのは、立ち入り禁
止区域外でも、高濃度の放射能汚染地域、いわゆ
る「ホットスポット」の存在が確認されているこ
とです33。そうした高濃度汚染地域への立ち入り
禁止措置は、とられていません。

セシウム137やストロンチウム90などの主要な
同位元素による放射能汚染は、1986年当時と比
べると半減しました34。セシウム137による汚染
は、多くの農産品については低下したものの、野
生のキノコ類、ベリー類、食肉にはまだ残存して
おり、中にはかえって増加しているケースすらあ
ります35。多くの農村地帯で、地域住民の放射能
被ばくの最大の原因であり続けているのは、地場
産の食材です36。森林は汚染された地域の約3分の
1を占めていますが、人体への放射性核質の摂取量
に森林の生態系が与える影響は、時の経過ととも
に高まっています37。

湿地帯は放射性核種が蓄積される場所として知ら
れています。汚染された湿地帯で集めた草で作っ
た干草を、飼料として日常的に牛に与えていれ
ば、放射性核種は牛の体内にも蓄積し、さらには
牛が出す乳にも含まれることになります。そして

製品 セシウム137 (Bq/kg) ストロンチウム90 (Bq/kg)
牛乳と乳製品 100 20

生の野生ベリーとキノコ 500 50

干し野生ベリーとキノコ 2500 250

ハーブ 600 200

魚 150 35

木と薪 600 60

穀物 50 20

2.1.2 ウクライナにおけるグリー
ンピースの調査結果41

2015年8月から9月に、チェルノブイリ原発の西
および南西に位置する数々の村で集めた牛乳、穀
物、キノコ、干し草、木材のサンプルを分析したと
ころ、事故から30年を経てもなお、セシウム137
とストロンチウム90という放射性核種の高濃度の
汚染がまだ続いていることが、再確認されました。

ロシア・ブリャンス
ク州のノヴォズィプ
コフ市、屋外の市場
で地元の作物を売る
住民。こういった場
所で扱われる食材は
放射線量検査を通さ
れていない。

© Denis Sinyakov / 
Greenpeace

調査結果：
• チェルノブイリ原発から約200キロに位置する

リウネ州の3つの村で集めた50の牛乳のサンプ
ルのうち、4つを除くすべてから、ウクライナ
が定めた成人の摂取許容値の上限を上回る濃度
のセシウム137が検出された。また、すべての
サンプルで、セシウム137の濃度は、これより
も低く設定されている子ども向けの摂取許容値
を大幅に上回った。

• これらの村の1つで集めた牛の飼料用の干し草
のサンプルから高濃度のセシウム137が検出さ
れたが、これによって、これらの牛乳で検出さ
れた高い放射線濃度が何に由来するのか、簡単
に説明がつくと思われる。

• サンプリングを行なったのが日照り続きのとき
だったため、キノコ類は品薄だったが、1つの
生のキノコのサンプルから、ウクライナが定め
る成人向けの摂取許容値の上限値よりも2倍以
上高いセシウム137の濃度が検出された。地元

表2：ウクライナの食品および木製品中のセシウム137とストロンチウム90の許容レベル（PL）42, 43

 ＜単位：ベクレル/キログラム＞

の住人が2014年に採取して保存してあった乾
燥キノコ類の6つのサンプルからは、乾燥製品
の許容値の上限よりも4倍から16倍も高い濃度
のセシウム137が検出された。

• チェルノブイリ原発から約50キロの位置にあ
るキエフ州イワンコフ地区の農地で採取した穀
物サンプルの42％からは、人が食べるための
許容値を上回る濃度のストロンチウム90が検
出され、2つのサンプルの場合の濃度は許容値
の2倍以上に達した。

• 同じイワンコフ地区の森林で採取した木片の単
一サンプル60個をもとに作成した木片の混合
サンプル12のうち9つで、ウクライナの定める
薪のストロンチウム90の許容量を上回った。
地元の粗朶を燃料として用いているある家庭
の炉から採取した灰のサンプル1つでは、スト
ロンチウム90の濃度は、この調査で見つかっ
た最も汚染レベルが高い木片のサンプルより
も、20倍も高かった。
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ヴァシリさんの話：「事故が起きたのは、私たち
が畑で種まきをしていたときでした。私が作業を
していたのは、この近くでした。まるで今日起き
たことのようによく覚えています。実際に、この
身で感じたんです。事故後の最初の1年間ここで働
いていた際、妻の顔が赤くなりました。そして、
ここで収穫作業をおこなっていたときに、私の喉
は、いがらっぽくなりました。これは、自分が実
際に体験したことです。今では、いがらっぽさは
感じなくなりました。周囲の人たちも、今もある
放射能について不満を漏らすことはありません。」

アンナさんの話：「事故後の最初の何年間か、彼
らは私たちの検査なんてしませんでした。医療検
診は全くなし。分からないけど、検診のためのま
ともな機材がなかったんじゃないでしょうか。事
故後の数年間は、血液検査もありませんでした。
事故直後の血液検査で、血の色がどうも変だとい
うことが分かり、血液検査に基づいて私たちの病
状を診断できないということで、血液検査をやめ
てしまったのです。その上で、外に向かって、住民
には影響が見られない、と吹聴したのです。」

夫妻は、はじめはしばらくの間、汚染されていない
地域に家族連れで避難しました。「私たちはこの土
地から避難したんです。1990年に、ヴォルィーニ

州のコーヴェリ町に移りました。コーヴェリで17
年間暮らしたのち、2007年に生まれ故郷に戻りま
した。子どもたちはキエフで学校に行き、今はキエ
フで働いています。」

「ここに戻ったのは、家族の事情があったためで
す。コーヴェリには定着できたし、友達もいたの
で、本当は戻りたくなかったのです。農業をやって
いて、土地も手に入れていました。コーヴェリを離
れるのはとても辛かった。しかも、この生まれ故郷
に戻ってみたら、言葉も、風習も、何もかも変わっ
てしまっていました。」

「でも、私たちは、以前にもここに住んでいたの
です。だから、ここに定着するのはとても簡単でし
た。ご覧のとおり、私たちの耕作地は増えていま
す。耕作を放棄して出ていく人たちが土地を私たち
に預け、私たちはお返しにできた穀物を届けるので
す。」

ハリナ・シュムレヴィッチさんは、チェ
ルノブイリ原発の西方約200キロにあ
る農村地帯ロキトニェ地区に住む、2
人の子どもを抱えるシングルマザーで
す。ここでは、あまり放射能に汚染さ
れていない食材を手に入れるのは容易
ではありません。 

ハリナさんの話：「私には子どもが2人いて、1
人は学校に通っています。学校では、給食が出
ます。学校給食は、州の予算でまかなわれてい
ますが、一昨年は中止になりました。去年から
再開されました。どんな事情あったのかは分か
りません。でも、私たちにすれば、子どもが学
校で給食を食べられるのに越したことはありま
せん。」

「でも、学校の給食が中止されたら、家で食べ
させることになります。牛乳とかジャガイモを
食べさせるつもり。牛乳も自前だし、パンも自
家製です。そう、放射能入りです。ここでは何
もかも放射能まみれ。私自身もここで、ちょう
ど原発で事故が起きた頃に生まれたんです。で
も、まだこうして生きているわ。私がここでと
れたものを食べて生きてきたように、子どもた
ちも身近に手に入るものを食べてゆくはずで
す。もちろん、心配ですよ。でも、私たちに何
ができるでしょうか。私たちはジャガイモを栽
培しているし、乳牛は牧草地の草をたべていま
す。」

「よくわからないわ、でも怖いの。店で売って
いるものだって、安全かどうかわからないし。
・・・だから子どもたちには、コテージチーズ
もサワークリームも、自前の食べ物を食べさせ
ているんです。健康が一番大切だと思うから。
怖いですよ。私の母は、原発事故直後にガンを
患って死んだので。」

2.1.3 ロシアにおけるグリーンピー
スの調査結果44

2015年10月、グリーンピースの調査チームはロシ
アのブリャンスク州内の数か所を訪れました。目的
は、全般的な放射能レベルを測定することと、地元
の人々の食生活の重要部分を占めている地元産の農
産品と林産品のサンプルを集めることです。この予
備調査の結果、ブリャンスク州のさまざまな食材や
林産品中には、依然として高レベルのセシウム137
が残存していることがわかりました。

表3：ロシアの食品および木製品中のセシウム137
許容レベル（PL）45 ＜単位：ベクレル/キログラム＞

製品 セシウム137(Bq/kg)

牛乳 50

魚 130

穀物 80

ベリー 40

生およびピクルス状のキノコ 500

干しキノコ 2500

建設用木材 370

燃料用木材 1400

木工用木材 2200

© Denis Sinyakov / Greenpeace

ウクライナ・キエフ州
のイワンコフ地区で農
業を営むアンナとヴァ
シリ・マァシェンコ
夫妻。

© Denis Sinyakov / 
Greenpeace

聞き取り調査： 
ウクライナ、キエフ州イワンコフ地区

アンナとヴァシリ・マァシェンコの夫妻は、事故後数年間避難生活を送った末に、 2007
年に生まれ故郷のキエフ州に戻りました。2人は今、イワンコフ地区のフェドリフカ村
近くで、70ヘクタールの小規模な農場を経営しています。農場は2つに分け、片方では
小麦を、もう一方ではヒマワリを栽培しています。夫妻は、この地方ではまだ放射能を
浴びる危険があるにもかかわらず、帰還することを選択しました。

聞き取り調査： 
ウクライナ、リウネ州ロキトニェ
地区ヴェジツァ村

調査結果：
• 野生のキノコ類のサンプル13個を分析した。内

訳は、採りたてのキノコ類のサンプルが9つ、
乾燥したキノコ類のサンプルが1つ、ピクルス
にしたキノコ類のサンプルが1つだった。これ
らのほかに、いずれも乾燥していないコケモ
モとブドウのサンプルをそれぞれ1つずつ分析
した。キノコ類のすべてのサンプルと、コケモ
モのサンプルからは、許容値を上回るセシウム
137が検出された46。セシウム137が許容範囲
内だったのは、ブドウのサンプル1つだけだっ
た。

• 分析した複数個の牛乳サンプルには、検出可能
なレベルのセシウム137が含まれていたが、い
ずれも許容限度のリットル当たり50ベクレルを
大きく下回っていた。

• 分析した生の魚6匹中5匹には許容レベルを上回
るセシウム137が含まれ、最高値はキログラム
あたり300ベクレルだった。分析に用いた魚は
いずれも地表の汚染レベルが比較的低い地域で
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原発事故の影響を受けた地元のコミュニティが被
っている放射能被ばくを軽減するためには、もっ
と広範な環境と食品のモニタリング・プログラム
の実施が不可欠です。また、高汚染地域には、薪
やキノコ類をとるために立ち入るのを禁じ、汚染
が人の住む地域に拡散するのを防ぐために、柵を
めぐらし、はっきりと立ち入り禁止の標識を立て
ることも必要です。市内の公園や学校の校庭など
のように、人口の多い地域内に点在する汚染され
た区域では、住民の放射能被ばくを減らすために
除染が必要です。

ヴォズィプコフ市出身のヴィクトル・A・カナーエフさんは、ブリャンスク州ヴォズィプ
コフ地区の中央病院の外科医で、市議会議員でもあります。かつてはブリャンスク州議
会議員をつとめていたこともありました。

獲ったものだということを考えると、これは
驚くべきことだ。だが、放射性セシウムが流
域の堆積物中に蓄積する可能性については、
これまでにすでに報告がある47。

• 木材についてはさまざまな用途があることを
考慮して、木材のサンプルで検出された放射
性核種のレベルを、建築用木材、薪、木工用
木材という用途別に定められた許容量と比較
した。分析した4つの木材サンプルのすべて
に、建築用木材の許容水準を上回るセシウム
137を含まれていた。ノヴォズィプコフ市の
製材所で採取した材木のサンプルからは、キ
ログラムあたり6000ベクレル以上という、
どんな用途向けの木材の許容レベルをも上回
る放射性セシウムが検出された。

• グリーンピースが実施した放射線計測は、森
林が今もなお放射能汚染の保管場所として機
能し続けていることを、明確に示している。

• 村々では放射線の危険は、ごく身近にある。
ズルィンカ市の市立公園内の子どもたちの遊
び場の地表面から1メートルと10センチメー
トルの高さでの放射線測定値は、それぞれ毎
時0.84マイクロシーベルト（µSv/h）と1.6マ
イクロシーベルトだった。また、スタリィ・
ボボヴィッチの校庭でも、同じく地表面から1
メートルで毎時0.6マイクロシーベルト、10
センチメートルで1.1マイクロシーベルトと高
濃度が検出された。

• ポリャーナ村の農地の土壌サンプリング調査
では、セシウム137汚染濃度は平均269 キロ
ベクレル／平方メートル（kBq/m2）だった48。
ロシアの法律の規定では、汚染濃度がこのレ
ベルの地域は、移住の権利のある居住ゾーン
（ゾーン3）に分類されるはずだが、現在の
ところポリャーナ村は、セシウム137汚染が
185キロベクレル／平方メートル 未満の「優
先的な社会的・経済的地位を有するゾーン」
（ゾーン4）に分類されている。

ブリャンスク州内の「避難区域」と分類された集
落の大半では、住民の避難は全く実施されたこと
がないままであり、住民は、危険な放射性核種へ
の被ばくというリスクを常時抱えています。汚染
地域に住む人々の多くは、地元で生産される食材
に頼り続けており、放射能汚染食品の管理・規制
は限られています。木材サンプルの分析結果から
明らかなように、汚染された木材が流通過程に入
り込んで、ブリャンスク州内からロシアの他の地
域へ、さらには国外へと運び出される、という深
刻な危険があります。

2.1.4 再汚染のリスク ー 森林火災
原子力災害が起きた後で生じるもう1つの長期的
な危険としては、森林火災によって放射性物質が
さらに拡散されることがあげられます。政府の記
録によると、1993年から2013年までの期間に、
チェルノブイリ立ち入り禁止区域内で発生した大
小さまざまな規模の森林火災は、半径10キロ以内
のもっとも汚染濃度の高い地域で発生したものも
含め、1,100件以上にのぼっています。そのうち
最大規模の火災は、1992年8月、合計1万7000ヘ
クタールの牧草地と森林で起きました49。

不幸なことに、森林が管理されてない上、消防の
体制も貧弱なチェルノブイリの立ち入り禁止区域
では、大規模な森林火災のリスクがあります。立
ち入り禁止区域は多くが住んでおらず、立ち入り
禁止区域の消防員を確保することと、消火と火災
検知システムの近代化が重要です50。

森林火災の際には、放射性核種の蒸発に続いて、
これら核種が灰やそのほかのさまざまな担体に吸
着されることによって、微細な放射性エアロゾル
（放射性噴霧）が形成されます。その結果、地上
の空気中の放射性核種の濃度は、通常値よりも数
百倍から数千倍も高い水準へと急上昇します51。

森林火災の際には、約3-4％のセシウム137とス
トロンチウム90、それに最大で1％のプルトニウ
ム同位体が、森林の落葉や落枝から放出される
可能性があります。大規模で燃え方が激しい火災
の場合には、こうして放出される放射性核種の量
は、さらに多くなる可能性があります52。

その一方、森林火災では放射性核種が放出される
地点からの距離が遠くなるにつれて、大気中の放
射性核種の濃度が急激に低下することも観察され
ています。つまり、森林火災の際に放射性核種が
再浮遊することによって、地表面の汚染を高める
影響は、それほど甚大ではありません。また、立
ち入り禁止区域外の住民の場合は、呼吸によって
放射性核種を体内に取り込んだり（大気中の放射

ロシア・ブリャンス
ク州のノヴォズィプ
コフ市。屋外の市場
で地元の農産物が
売られているが、こ
ういった場所で扱わ
れる食材は放射線量
検査を通されてい
ない。

© Denis Sinyakov / 
Greenpeace

聞き取り調査： 
ロシア、ブリャンスク州

「原子炉の爆発から5日後のメーデーのデモを、
今でも覚えています。妻と私は、幼かった娘を連
れて陽気な気分でデモに参加しました。事故につ
いては何の警告も受けていませんでした。天気は
快晴で、ただ、風が多分少々強かった。今になっ
て、私は友人たちと一緒に、あの日の風のことを
思い出しては、ちょっとぞっとした気持ちになる
のです。」

「爆発事故の後の最初の1年間は、健康へのストレ
スがとても大きかった。私自身は、元々身体はい
たって丈夫なのですが、事故後の最初の冬には重
度の扁桃炎を患い4回も寝込みました。普通の病気
の発症率も劇的に高まりました。免疫力の低下が
原因です。」

時の経過にともない、汚染のレベルはある程度低下
しましたが、人々にたいする見えない危険は残っ
ています。鳥獣の猟をする人たち、釣り人たち、
キノコ狩りをする人たち、農産品の栽培者たち、
そして地場産の食材を買う人たちは高いリスクに
さらされています。

「事故後しばらくの間は、私たちも、医師や専門
家たちの指示に従いました。でも、時間がたつう
ちに、地元の農場や自分たちの菜園でとれた食材
を食べないでいるのは、農村の住人にとってはも
ちろん、町の住民たちにとってさえも、難しくなっ
ています。政府の経済的賠償が少な過ぎるため、
なおのこと難しいのです。」

「人々は再び森に入って、キノコやベリー類をと
るようになりました。家畜も飼いはじめ、地元の
放射線の専門家たちに協力することにも、検査の
ために食材を提供することにも消極的になってい
ます。それにも増して深刻なのは、狩猟でとった
野生の鳥獣の汚染状態です。私が見た、州議会が
集めたデータによると、大きな野生のイノシシを
つかまえて測ったら、肉の放射能汚染は基準値を
300倍も上回っていました。湖でとれる魚も汚染
されています。」

多くの問題は、そうした汚染されたベリー類、キ
ノコ類、魚が売買されていることによって生じて
います。

「たてまえ上は、市場で売買されるすべての食材
は検査を受け、売り手は安全証明書を持っていな
ければならないことになっています。特別な検査
もおこなわれています。それでも、汚染された牛
乳、肉、キノコ類に出くわすことはあります。ま

してや、市場の前の路上で売られている食材の場合
は、規制はなく、完全に野放し状態です。」

原発から何十キロ、何百キロも離れた所に住む人た
ちをも脅かしている、もう1つの深刻な問題は、広
大な森林地帯と湿地帯が放射能汚染されていること
です。

「火災が起きると、放射性物質が空中に舞い上り、
遠くまで運ばれる可能性があります。たとえば、旧
ヴィシュコフ地区は過去3年間、汚染区域での泥炭
火災という深刻な問題を抱えてきました。ブリャン
スク州全域だけでなく、他の州からも動員された消
防士が、消火に当たりました。しかし、彼らは、お
粗末な放射能対策しか施されていないまま、燃えさ
かる火と闘うのです。私が知る限り、被ばく量につ
いての規制は今まで一切ありません。」

「州当局は、チェルノブイリ事故による放射能汚染
問題を解決するために、何かしようと努力はしてい
るのですが、資金がなければたいしたことはできま
せん。州政府の予算は寸足らずの毛布みたいなもの
で、こっちへ引っ張ったり、あっちへ引っ張ったり
すると、必ず身体のどこかが剥き出し状態になって
しまうんです。国には、国民に対して、まともな暮
らしを保証し、放射能被ばくから守り、十分な金銭
的な保障と万全の医療サービスを提供し、安全な場
所に移転させる義務があるのです。」

モニタリング・プログラムのための資金不足から生
じる問題については、この報告書の第4章で述べま
す。
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性核種を体外から浴びたり）しても、放射線被ば
く量が顕著に増えるわけではないことが、調査結
果によって明らかになっています53。

それでもなお、チェルノブイリのゾーン内での火
災に関する情報開示は、ウクライナ国民にとって
も隣接諸国の国民にとっても重要です。立ち入り
禁止区域や他の汚染地域における消火能力の拡充
や、近代的な火災検知・消火システムの構築に、
もっと注意が向けられる必要があります54。

2.1.5 結論
グリーンピースが独自におこなった現地調査も、
科学的な調査研究結果について再検討した結果
も、ともに、チェルノブイリを発生源とする放射線
が、ウクライナ、ベラルーシ、ロシアの汚染地域に
今なお厳然と存在していることを明確に示してい
ます。この放射能汚染は、これらの地域に住み続
けなければならない人々の生活のあらゆる面に影
響を及ぼしています。放射性物質は人々が食べ、
飲むものの中に含まれています。人々が建築用に
用い、あるいは暖を取るための薪として用いる木
材の中にも含まれています。薪は使用後の灰も果
樹園や畑に肥料として使われています。汚染は今
後何十年も続くと同時に、人々の健康にたいする
放射能関連の影響も続くでしょう。（健康への影響
についての詳細は、第3章を参照してください）。

このように食物や木材が常に汚染され続けてい
るという状況は、今後、事故から何十年もたって
から生まれる子どもたちも含めて、地元の住民た
ちが、有害な放射線に広範に、長期的に晒される
という非常に深刻な不安を掻き立てています。食
物中の放射性物質の濃度を軽減するのに役立ちう
る、簡単で実用的な対策 ― たとえば、家畜に与え
る干し草やその他の飼料を汚染地域の外部から調
達するとか、農地の徹底的な除染と改良をおこな
うとか、フェロシンを乳牛に投与して、牛乳に移
行する放射性核種を低減させるなど ― は、実施可
能であるし、実施されるべきです。

現在、環境と食を監視する日常的、総合的な体制
が不備なことも、非常に気がかりな問題です。こ
れは、放射線被ばくリスク評価を妨げ、またセシ
ウム137とストロンチウム90への人々の被ばくを
減らしうるはずの対策の立案や実施を妨げる、大
問題としてとどまり続けています。

地元のコミュニティの放射線被ばくを軽減するた
めには、科学的な監視体制を再起動させ、将来に
向けてきちんと財政的な裏付けをすることが不可
欠です。影響を受けた当事者たちが、監視プログ
ラムの運営に関与することも重要です。高汚染地
域には、木材、ベリー類、キノコ類をとるために立
ち入るのを禁じ、汚染が人の住む地域に拡散する

のを防ぐために封鎖をして、はっきりと立ち入り
禁止の標識を立てることも必要です。また、市内
の公園や学校の校庭などのように、人口稠密な地
域内に点在する汚染された区域では、住民の放射
能被ばくを減らすために早急に除染を実施する必
要があります。

2.2  5年を経た福島原発事故
2.2.1  現状
2.1で述べたように、チェルノブイリ大惨事の被害
全容は30年を経た今でもまだわかりません。東電
福島原発事故からはまだ5年しかたっておらず、そ
の被害についてはより不透明です。グリーンピー
スは核物理学者であり、フランス放射能測定専門
機関ACROのデイビッド・ボワイエ代表に福島の
現状を正確な把握のため、既存の東電福島原発事
故からの汚染の調査の評価を委託しました。

その報告書「Fukushima five years later: back 
to normal？」は、2011年3月11日から5年たっ
ても東京電力は「まだ原発を安定させておらず、
また自然災害が起こった際には放射能の放出が再
度起こることを多くが恐れている」としています
55。およそ10万人の避難者のうち、2015年11月
現在、62,798人が仮設住宅にいました56。最新の
人口調査では、福島県の人口は5.7%（115,000
人）減少しています57。

IAEA、国際原子力機関の福島報告書サマリーレ
ポートは、非常に高いレベルの放射性セシウムが
福島第一原発の北西に降り注いだとしています。
その濃度は、1,000 - 10,000キロベクレル／平方
メートルと記録しています 58。IAEAは福島県全

除染は、放射線汚染を「除」くのではなく、単に
よそに「移」しているだけです。除染物を保管す
る仮置き場では地域社会や環境を汚染し続けてい
ます。東電福島原発事故が産み出した危険な放射
性廃棄物は驚くべき量です。福島原発の周辺だけ
で、16平方キロメートルを覆っています69。福島
県には、2015年9月時点であわせて916万立法
メートル分の袋が11万4700カ所に存在していま
した。これらの袋の耐久性は3年であり、すでに多
くの袋が破れたりなど劣化しています70。

これらの大量の廃棄物はしばしば不安定な状態
で保管されています。2015年9月の台風18号で
洪水に襲われた廃棄物置き場もあります71。飯館
村では400袋以上が川に流され72、また別の場所
では津波防護対策のない海岸近くに積まれていま
す。白河では公園に置かれた袋のまわりで子ども
が遊んでいたという報道もあります。記者が測定
したところ、そこでは毎時2.23マイクロシーベル
トが検出されたといいます73。

これらの放射性廃棄物が最終的にどこに保管され
るかは、決まっていません。現在放射性廃棄物を
保管している12もの福島県外の県がからむ複雑な
政治状況もあり、また、地元自治体と地元住民の
反対もあり、最終処分場を決めて建設するには非
常に長い時間がかかりそうです。

2.2.2  飯舘村への影響
飯館村の面積は、200平方キロメートルを超えま
す。その多くが山林であり、そこに住宅や農地が
散在しています。飯館の家々の多くや畑は森林
や丘陵の中にあったり、囲まれていたりしていま
す。村は福島原発から28キロから47キロメート
ルにあります74。

飯館村の森林は原発事故の初期に放出された大量
の放射性物質の貯蔵庫になってしまいました。

体ではセシウム137の沈着を平均100キロベクレ
ル／平方メートルとしており59、これはIAEAの汚
染地の定義である40キロベクレル／平方メートル
をはるかに超えています。

全体として、汚染地域の放射能のレベルは事故当
初から5年が経過し、下がっています。これは、
主に自然減衰によるもので、環境中の汚染のお
およそ半分をしめたのが半減期が2年のセシウム
134であったためです。加えて、雨や雪のために
洗い流されたこともありますが、これは同時に別
の場所へ蓄積し、汚染が広がったことを意味しま
す。通常の雨では森林から河川へ移動は控えめで
すが、豪雨や台風の場合は、セシウムの汚染は相
当増加します60。2015年6月、除染が行われてい
ない森林を測定したところ、放射能のレベルが約
57%減少していました61。現存するのは半減期が
30年のセシウム137が多くを占めるため、今後の
汚染の減少は減速していきます62。

セシウム137は土壌から根を通してキノコ類や植
物、それに樹木にも吸収されます。また、葉や樹
皮を通しても吸収されます。これらにより、数十
年にわたり複雑な森林生態系に留まり続けます63, 

64。セシウムは、森林生態系の中で、水の循環やキ
ノコや動物（摂食）などによる複雑な過程を経て
移動します65。落葉は、セシウムを植物や動物にと
って最も利用しやすい場所である土壌の表層に戻
すことから、注目すべきセシウム移動経路と言え
ます 66, 67。

残念ながら行政による除染は、自然減衰よりも、
放射能レベルの大幅削減に役立ってるとは言えま
せん。ボワイエ氏は、2011年8月から2013年8月
の間の避難区域外の除染は、外部被ばくを約60%
減少させたとしています。避難区域の空間線量は
毎時1マイクロシーベルト以上の地域では54%減
少しました。しかし、それ以下の地域では23%の
減少にしかなっていないとしています68。

汚染が確認された富
岡町本岡清水付近の
立ち入り禁止区域手
前。放射線量は2.9 
マイクロシーベル
ト／時。原発事故前
の数値は 0.08マイク
ロシーベルト／時。

© Robert Knoth / 
Greenpeace



20 21

爪痕：チェルノブイリと福島　　終わらない原発事故 終わらない放射能汚染

再汚染のリスク
グリーンピースの調査から明らかなのは、大変
な費用、時間、労力を費やしても、飯館村の除
染は終わることはない、住民の被ばく軽減効果
は限定的だということです。

除染しても、そこは除染していない広大な地域
と隣接しています。このことと雨風などが放射
性物質の移動と再汚染という深刻なリスクを生
み出します。福島県の山々、森林は高濃度に汚
染され、その放射性物質は貯水池や川の下流に
ある河川の集水流域、そしてすでに除染された
地域へと流れこみます89。

安斎さんのご自宅周辺のケースは、この例にあ
てはまります。とくに家の裏側は森の斜面から
2メートルしか離れておらず、放射線のレベル
は、今後数年間下がらず、もしくは上昇さえす
ることが予測されます。斜面の角度が急である
ことから、放射能は雨により洗い流され、家の
裏側に再汚染を引き起こし、住宅内と周辺での
放射線被ばくのリスクがかなり高まります。

安斎徹さんの家は飯館村の南東にあり
ます。安斎さんは、2011年以降グリー
ンピースの放射線調査に協力し続けて
くださっている方で、原発事故後にご
自宅を離れ、避難されていました。現
在、飯館村の家に戻られることがあり
ますが、その際は放射線防護を施さな
ければなりません。避難中の不在だっ
た数年の間に、屋内には埃が積もり、
動物が侵入するなどして、家は荒廃し
てしまいました。

2015年6月から7月にかけて、そして10月の2
回にわたり、グリーンピースは安斎さんの家の
調査をしました。その時期、除染作業員による
除染は終盤で、家の周辺の土は、表土から5セ
ンチ以上の層が削られ、汚染されていない土が
上に敷かれた状態でした。これにより、玄関前
の放射線レベルが毎時0.5-0.6マイクロシーベ
ルト（1メートル高）に下がりました。しかし
これは除染の目安である毎時0.23マイクロシ
ーベルトの倍の数値です。そして、森に近い家
の裏側では、森林の縁から20メートルが除染
されているのにかかわらず、放射線レベルは非
常に高いものでした（1メートル高でおよそ毎
時1.5マイクロシーベルト）。このため、家の中
の放射線レベル（最大で毎時1.6マイクロシー
ベルト）は屋外と同じように高くなりました。
この家に住みつづけると、１年間に10から15
ミリシーベルトも被ばくしてしまいます。

しかし、たとえ家の中の放射線レベルが屋外よ
りも高くても、この地域の除染計画では、家の
中は除染対象となっていません。グリーンピー
スは、安斎さんの家の周辺の放射線を細かく測
定し、汚染地図を作成。そこでは、すべての測
定箇所が政府の目安である毎時0.23マイクロ
シーベルトを超過していました。除染済みのビ
ニールハウスでは特に高く、1メートル高で毎
時2.3マイクロシーベルト、10センチ高で毎時
13.7マイクロシーベルト、道路沿いでは1メー
トル高で毎時2.76マイクロシーベルト、10セ
ンチ高で毎時9.9マイクロシーベルトなど、周辺
よりも放射線量が高いホットスポットも発見さ
れました86。

2.2.3 飯舘村におけるグリーンピー
スの調査結果 
2011年3月以降、グリーンピースの専門家たちは
25回にわたり、飯館村を含み福島県での放射線調
査を行ってきました82。2015年の6月から7月と
10月、グリーンピースは人々の近い将来の帰還が
検討されている地域の現状と放射線の長期的リス
クを調査するため、飯館村の放射線調査を行いま
した83。もし帰還すれば住むことになる家々の現
在残る放射線レベルを評価するため、すでに除染
が行われた住宅と、それらを囲む森に集中して調
査をしました。

グリーンピースは調査により、除染ができない森
林に大量の放射能が留まっていることを確認し
ました。これは数十年、数百年にわたり住民をリ
スクに晒すでしょう。道路沿いの細長い森林部分
と民家周辺などは、除染された場所であっても、
高濃度に汚染されていました。放射性セシウムの
一部は森林からゆっくりと低地へと移動していま
す。これらの汚染物質がどこで、どのように再蓄
積するかはほとんどわかっていません。しかし今後
数十年にわたり公衆への脅威であり続けるでしょ
う。

飯館村の道路沿いの放射線のレベルは2014年に
避難指示が解除された地域（田村市都路と川内
村）に比べても相当高いものでした。飯館村では1
万カ所以上測定しましたが、その96%が政府が目
指す年1ミリシーベルト、毎時では0.23マイクロ
シーベルトを超えていました84。比べて川内村で
は59%、都路では34%でした。

2011年の3月15日と16日の夜には原発から北西
に風が吹いており、放出された放射能は、飯館村
に降り注いだのです75。2011年3月には約6,200
人が暮らしていましたが、2011年4月に全村避難
指示が出され、今でも続いています。

2012年、福島の他のいくつかの地域とともに飯
館村は、国が除染を行う、積算線量が年間20ミリ
シーベルトを超える恐れがあるとされた特別除染
区域に指定されました76。

これは国際的にも受け入れられている通常時公衆
被ばく限度の年間1ミリシーベルトをはるかに超え
る値です。日本政府はこの値を元に、年1ミリシー
ベルトを長期的に達成すべき目標にしています。
しかし、それをいつまでに達成するという時期的
な目標はありません77。

政府の計画では、除染をするのは飯館村の面積の4
分1にすぎません。総面積2万ヘクタールのうちの
5,600ヘクタール（56平方キロメートル）だけが
除染対象となっています78。飯館村の75%が高濃
度に汚染された深い森で、それには手をつけない
としても、除染は気の遠くなるような作業です。
除染は2014年の春に本格的に始められ、2016年
の完了が予定されています。しかし、実際には予
定通りに終わる見込みはありません。

飯館村の深い森は、森に沿う道路や宅地沿いのわ
ずかな部分以外は除染しないことになっていま
す。環境省の除染に関するウェブサイトには森林
の除染率が86%なのだと誤解を招きかねない表現
があります79が、事実は異なります。飯館村の森
林面積は17,316ヘクタールですが、除染したのは
1,100ヘクタールにすぎません80。つまり、森林面
積の6%が除染されたにすぎません。

除染では、人々が帰還する住宅や道路縁から20メー
トルの部分の土壌、枯葉、小さな植物類が取り除か
れます。飯館村では周辺の除染が完了した家を容
易に見つけることができます。家周辺の土、草、
植木などが取り除かれ、新しい土が敷かれている
からです。縁から20メートルを超えて除染する計
画は今もありませんし、将来行う計画もありませ
ん。環境省のある職員はグリーンピースに「森林
除染はまだ、研究と試験の段階です」と述べてい
ます81。すでに除染した地域を含み、森林から移動
する放射能は、帰還する人々を、長期的なリスク
に晒します。

東電福島原発事故
の被害者、安斎徹
さん。

安斎さんの自宅は飯
舘村にある。

© Daniel Mueller / 
Greenpeace
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東電福島原発事故の放射能汚染のリスクを小さく
見せることににつながっています。避難者がどう
考えようと、早期帰還をすすめようとするのは、
安倍政権が原発事故被害者の健康や暮らしより
も、自らの政治的課題や経済政策を優先している
ということにほかなりません。本報告は、現在の
政府の計画が、多くの帰還する避難者が高濃度に
汚染された地域やその近くで暮らすことを強いる
ものであることを示しています。

政府の決定により、飯館村の人々は、年間20ミリ
シーベルトという高い被ばく線量のリスクにさら
される可能性があります。これは、健康を守ると
いう観点から、許されません。

そして、上述したように、年間被ばく線量の上限
を20ミリシーベルトにしてもまだ、いくつかの地
域ではこの範囲内に収めることができそうにない
地域があります。

地方自治体は、避難者に帰還を促すために、何億
円という予算をつぎ込んでおり、除染のコスト
は、もっとも汚染の過酷な地域は、中央政府と分
担しています。除染作業の費用は5兆円という推
定もあります97。その推定さえ、過小評価という見
方も広くあります。

2.2.5  結論
東電福島原発事故から5年がたちます。チェルノ
ブイリでそうであるように、終わりは見えませ
ん。広大な地域が放射性のセシウムやストロンチ
ウムに高濃度に汚染され、汚染は何十年、何百年
と続きます。福島とチェルノブイリには寒々しい
共通点があります。

グリーンピースの調査は、日本政府の除染の取り
組みは断片的かつ不十分で、除染済みの場所にも
再汚染を招いているものであることを確認しまし
た。実際、いくつかの地域では、再汚染は必ず起
こります。除染の効果は限定的です。避難指示が
解除されて自宅に戻るとき、人々は放射線被ばく
にさらされることになるでしょう。

日本の状況から明らかなのは、長寿命の放射性物
質による汚染は、除染では解決できないというこ
とです。これは、汚染物質を移して、問題を他の
場所に移動させているだけです。放射性廃棄物の
一時保管は、地域社会と環境を長く危険に晒しま
す。

広大な範囲の土地の放射能汚染の人々への影響を
あなどることはできません。数万人が家、土地、
暮らしを失っています。かつて数世代にわたりと
もに住んでいた家族はいまやばらばらになり、多
くは二度といっしょに住むことがかなわないでし
ょう。賠償はわずか（あったとして）で、多くが
老朽化しはじめた仮設住宅に住んでいます。すべ
ては、被害者たちが原因を作ったわけでもない原
発事故のためです。

国民が 原発に対して懐疑的になっている中で、原
発を回帰させたい安倍首相の再稼働への動きは、

キロ圏と変わりありません。国の計画では、飯館
村の4分の1しか「除染」されず、除染は、放射能
の海の中に、放射線レベルが比較的低い「島」を
作っているにすぎません。そして「除染された」
これらの小さな島々でさえ、ほとんどは、政府の
長期的な目標値ほど線量が下がってはいません。

原発事故から5年がたっていますが、多くの飯館
村村民はまだ仮設住宅に住み、汚染した森に囲ま
れた汚染された家に戻るか、自宅への帰還を諦め
て、十分な賠償もないまま他の土地で暮らしを立
て直すか、という選択不可能な選択を迫られてい
ます。多くは、経済的な制限のために自宅へ戻ら
ざるをえないでしょう。それは、原発事故を起こ
したわけでもない被害者やその家族にとって、経
済的圧政というのに等しいものでしょう。

賠償手続きには多くの問題があります。請求して
からの対応が遅く、また、月ごとの給付は新しい
暮らしを立て直すどころか、日々の生活にも十分
とは言えません。さらに、すべての被害者に賠
償が支払われるわけでもなく、支払われた人も、
受け取るのは失った家の価値の一部分にすぎませ
ん。多くの住民意向調査によれば、ほとんどがこ
れまでの暮らしを取り戻すことをあきらめ、新し
いスタートを切るために十分な補償金を希望して
います92。

避難指示の解除
政府は、2013年4月、すでに福島の20キロ圏の
いくつかの地域の避難指示を部分的に解除してき
ました。浪江町では年間の推定被ばく線量により
避難区域が3つに再編され、2016年に解除される
地域もあります93。しかし浪江町が2013年に行っ
た調査では、住民の37.5%が「現時点で戻らない
と決めている」、ちょうど同じ37.5%が「現時点
でまだ判断がつかない」、わずか19%が「戻りた
い」としていました94。

日本政府は、除染の目安が国際放射線防護委員会
（ICRP）と原子力規制委員会の勧告に沿っている
として避難指示の解除決定を正当化しているとこ
ろがあります。

しかし、安倍政権はICRPの数字を都合の良いよう
に解釈しています。政府は2011年12月に避難区
域を再編し「年間積算線量が20ミリシーベルトを
超えるおそれがある地域」としました95。これは
チェルノブイリ後のウクライナ、ベラルーシ、ロ
シアで設定された最大許容限度、また、ICRPの通
常での公衆被ばく限度の20倍の数値です96。

飯館村の山辺沢で生花農家を営まれてい
たご家族のケースです。福島第一原発の
事故時、全国から寄せられた母の日ギフト
用の花の注文の準備作業をしていました
が、事故を受けて、注文はキャンセルとな
りました。  

今、このご家族は子どもも孫も離ればなれになっ
ています。子どもは飯館村の外に家を購入、避難
指示が解除されても、もう戻るつもりはないそう
です。

花を育てていた温室のすぐ前で、10センチ高で毎
時23マイクロシーベルトもの高濃度の放射線が、
グリーンピースの測定で計測されました。除染さ
れたはずの家の周辺では、毎時1-3マイクロシーベ
ルトが計測され、この数値は環境省が最終的に目
指しているレベルの10倍もの高さです88。

2.2.4  福島の「復興と再生」？
安倍政権は、東電福島原発事故の政治的、経済的
影響を抑え込もうと躍起になっています。しか
し、何万人にも及ぶ避難者の健康と暮らしは優先
されていません。そのかわりに、安倍政権は人々
の暮らしも地域社会も、これほど広がった放射能
汚染でもわずか5年で復興し取り戻せる、という神
話を作ろうとしています。そうすることにより、
原発への世論の抵抗を抑えたいのでしょう。

この事態正常化への試みは2015年6月に政策とな
りました。放射線レベルが、帰還するには高すぎ
る地域の避難指示を解除する方針が了承されたの
です90。この計画では、2017年3月に避難指示解
除、2018年3月には東電の悪名高い月極の賠償も
打ち切られます91。計画には除染も含まれていま
すが、グリーンピースの調査ではこれまでの除染は
全く不十分で効果が低いことがわかっています。
この決定は、東電福島原発事故避難者の7割、約5
万4千人もの人々の健康と暮らしに影響を与えま
す。

安倍政権はとくに飯館村の6,000人以上の避難者
の帰還に熱心です。飯館村の汚染は、大きな原発
事故の影響は原発敷地から10〜20キロメートルに
収まらないことを常に思い出させます。事故前は
村民の暮らしと生業に欠かせなかった森林の放射
能レベルはチェルノブイリの立ち入り禁止区域30

調査： 
山辺沢の生花農家 87
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チェルノブイリと福島の健康被害

3.1  広く認められている健
康影響 
チェルノブイリ事故から30年がたち、研究によれ
ば、生存者の身体と精神の健康に否定しがたい衰
退が見られます。とりわけ被ばくした住民におけ
る死亡率の上昇、甲状腺ガン、乳ガン、および白
血病の発生率の上昇、白内障の増加、広範囲にわ
たる精神衛生上の影響が見られます。

最も注目に値するのは、死亡率（住人あたりの死
者の発生率）が汚染地域の住民において比較的高
い点です102。心血管系疾患（DCS）がこの死亡率
上昇の主要な原因です。DCSは一般的に放射線被
ばくと関連づけられており、チェルノブイリのリ
クビダートル*、成人避難者、放射能汚染地域の住
民に認められます103。

調査によると、チェルノブイリの大惨事で最も
汚染されたウクライナのいくつかの地域で、事
故後最初の2年間に出生率の下降が認められまし
た。1991年と2012年を比べた場合にも、ウクラ
イナの出生率に有意な変化が見られます。1991年
には1000人あたり12.1人の出生があったのに対
し、2001年には1000人あたり7.7人に下がりま
した。2000年、2001年、2002年には、ウクラ
イナで出生が記録され始めて以来、最低の出生率
が見られました104。

チェルノブイリ事故以来、甲状腺ガンが、特に若年
層で有意に増加しています。事故の20年後のデー

こういった健康影響の原因は以下の3つのカテゴ
リーに分類できうるでしょう98。

• 放射線誘発性の影響に因るもの
• 放射線および複数の交絡因子の両方に起因

する影響
• 災害が引き金となった心理学的および社

会的悪影響に因るもの

劇的な社会変化、政府が流す不適切な情報、心理
社会的な影響と原発事故がもたらすストレスに関
する障害は、被ばくした住民に健康の著しい劣化
を招いています99。

そうは言うものの、チェルノブイリと福島の健康
影響の実際の規模が知られることはおそらくない
でしょう。チェルノブイリの影響に関する包括的
なデータの収集や国際的に広く認められる発表は
実現していません。これは、放射能汚染と、明白
に観察された健康影響との関連について、決定的
な証拠となる裏付けが決して得られない可能性を
意味します。

しかし、信頼できる推定線量の入手が困難な中
でも、ベラルーシの科学者であるマルコ博士は、
チェルノブイリ原発事故で汚染したすべての国
々の個人/集団被ばく線量の推定を元に、過剰ガ
ン死亡数を推定しています。2006年の彼の研究
では、過剰ガン死亡数は9万以上、より最近の研
究では11万5千以上と予測しています100。これは
WHOによるチェルノブイリ原発事故が原因の死
者数9千という予測とは大きく異なっています101。

3. チェルノブイリと福島の
　 健康被害
チェルノブイリと福島の大惨事による健康影響は広範囲に及びます。チェルノブイリ原発
事故から30年、生存者の間では死亡率が上昇、出生率は低下、発ガン率が上昇し、精神障
害が蔓延しています。東電福島原発事故からはわずか5年ですが、うつ病、不安神経症、
心的外傷後ストレス障害（PTSD）などの精神障害の発生率がすでに上昇しており、甲状
腺ガンの明らかな増加も認められています。

ウクライナ・リウネ州のロキトニェ地区
ヴェジツァ村にある、高齢者と障がいを
持つ人々のための私設の保護施設「ロキ
トノヴシュチナ・ハウス・オブ・チャリ
ティー」の施設長で、村の住民でもある
ヴァレリー・クズミクさん。

© Denis Sinyakov / Greenpeace

＊リクビダートル：チェルノブイリ原子力発電所事故の処理
   作業に従事した人々
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究不足から、さらに深刻化しています114。原発事故
の被害者に対するさらなる調査研究とともに、ケ
アの手順の開発と改善が必要です。

福島原発の近辺で実施された初期の調査では、「緊
急災害作業員、子ども、国内避難民、精神障がい
者、遺族」115 が、特にうつ病、不安神経症、心身
相関症状、PTSDに陥りやすいことがわかってい
ます。複数の調査で、災害の影響を受けた人々の
かなり多くが深刻なうつ病であることが示されて
います。福島の原発に最も近い地域で乳児を持つ
母親のうち、28％がうつ病の症状を示していまし
た。放射能汚染度が低い地域では、これらの数値
は有意に低い値でした116。

このような影響は、放射能汚染の可能性に対する
恐怖、精神医療やケアの不足、被ばくしたと見な
された人々が周りから敬遠または差別されるかも
しれないという社会的スティグマ（負の烙印）に
由来するものです。避難者が社会的に疎外される
ような状態が作り出され、精神衛生上の諸問題や
アルコール依存症につながる可能性が心配されて
います。政府が不適切な情報を流したり、あるい
は情報を隠したりすることにより、住民のストレ
スや不安が増しているという点で、チェルノブイ
リと共通しています117。

ここで学ぶべきは、災害の被害者に対する心理面
でのケアや支援の改善は緊急を要するというこ
とです。定期的な身体および精神衛生面の検査を
実施するとともに、初期診断や早期介入が必要で
す。また、長期ケア体制を導入し、除染作業者や被
害者の精神的な健康に対するさらなる調査も必要
です。 

福島およびチェルノブイリの事故に続く精神衛生
上の危機のすべてが、原子力災害対策の改善の必
要性を示唆しています。事故が起きた場合の、放
射線から一般市民を保護するために計画された手
順や手段の他に、政府は、大規模な放射能緊急事
態に引き続く可能性が高い精神衛生上の危機管理
対策を講じる必要があります118。

とりわけ、2015年の調査では、福島の放射線に
よって汚染された地域から避難した人々において
死亡率の高さが認められます。この調査の著者た
ちは、（津波による避難者と比べた場合の）死亡率
の高さは、長期にわたる強制退避や将来の不確実
性など、放射線緊急事態独特のストレスに起因す
るものであるとしています119。

への影響を検査されました。2015年末までで、福
島県の90人の子どもが甲状腺ガンと診断されてお
り、福島の放射線値はチェルノブイリ周辺地域よ
り低かったにもかかわらず、チェルノブイリ周辺
地域よりも大幅に高い発生率を示しています。甲
状腺ガン発生率の上昇は、部分的には検査プログ
ラムのおかげであるかもしれません。つまり、チ
ェルノブイリより福島のほうが、より多くの子ど
もたちが検査を受けたため、より多くの発症が見
つかったというものです（スクリーニング効果）。
しかし、2015年のある調査では、観察されたこの
増加は、単に広範な検査によるものとするだけで
は十分説明されていないと述べています111。

精神衛生上の影響
ごく最近まで、不安神経症、うつ病、心的外傷
後ストレス障害（PTSD）など精神衛生上の障害
は、医学界からも一般市民からも、身体的な病気
ほど真剣に受け止められていませんでした。幸い
なことに、過去数十年間にこれらの病気に対する
認識や受け入れの姿勢がかなり向上しました。こ
のため、チェルノブイリや福島の健康影響につい
て、より包括的な議論が可能になっています。

原発事故は、例えば、PTSD、アルコール依存症、
喫煙、不安症や、原因不明の身体的症状へのつな
がりなど、最も長期にわたり、かつ複雑な精神的
影響を及ぼす可能性があります 112。こういった心
理病理学的反応は、ガンの危険性、子孫への遺伝
的悪影響、汚染地域での生活そのもの、自宅への
帰還が不可能であること、公正さを欠いた賠償や
損失など、将来への不安に起因しています113。

自殺は、エストニアのリクビダートルにおける主
要な死因であることが2006年の調査で分かってお
り、さらにリトアニアのリクビダートルにおける
1997年の調査でも、自殺率が国民の水準を上回っ
ていることが認められました。国連チェルノブイ
リ・フォーラムは、リクビダートルにおける自殺
は、大惨事後の最重要課題の一つであると認めて
います。また、リクビダートルは、睡眠障害、ア
ルコール依存症、広場恐怖症、精神衛生上の諸問
題に起因する身体症状に煩わされています。いく
つかの研究では、これらの症状の説明として「放
射線不安症」という用語が使われています。

多くの場合、このような症状は、汚染地域の（困
難な）状況について一般市民への啓発が足りない
ことが原因であり、悪化の理由ともなっていま
す。これらに加えて「医療の質に関する懸念、具
体的な症例や観察に基づかない診断や治療、身体
的および精神的な障害の兆候に関する一般市民の
知識不足」やこれら諸問題への取り組み方への研

タ分析によると（事故当時に）10歳から14歳で被
ばくした人々における甲状腺ガンの発生率が、被
ばくしていない人々に比べ9.7倍高いことが認めら
れました。同様に、15歳から19歳の青少年年齢で
被ばくした人々における甲状腺ガンの発生率は3.4
倍高くなっていました105。原発事故後のヨウ素に
よる防護についてのWHOの指針（1999年）によ
ると、ベラルーシで最も汚染された地域の子ども
たちにおける甲状腺ガンの年間発生率は、百万人
あたり100例近くにまで上昇しており、事故前の
状態に比べ100倍以上に増えていました106。この
超過分は、チェルノブイリ事故で放出された放射
性ヨウ素への被ばくの結果であると見なされてい
ます。

これに加えて、甲状腺ガンの発症について最も注
目されるのは、チェルノブイリから遠い地域の住
人における発生率です。「チェルノブイリ事故は、
このように、緊急時計画区域の外、現場から何百
キロメートルも離れた場所でも放射性ヨウ素から
有意な放射線量が生じることを立証した」とWHO
も見なしています107。この問題は、どこの国の原
子力防災・避難計画にも反映させるべきです。

ウクライナおよびベラルーシで行われた調査結果
では、低線量の放射線に被ばくした住民の間では
小児白血病の発生率が低いことが示されています
が、ベラルーシ、ロシア連邦、ウクライナ、バル
ト海諸国から派遣されたチェルノブイリのリクビ
ダートルの間では、白血病の発生率が目に見えて
上昇しています108。　

女性のリクビダートルにおいても乳ガンの有意な
増加が見られ、症例数は通常の1.6倍となっていま
す。ベラルーシとウクライナの住民を対象とした
調査では、最大汚染地域に住む女性において乳ガ
ンの発生率に2倍の増加が認められました。これら
の調査結果について、オメリアニッツ教授は「全
住民およびチェルノブイリ大惨事により最も影響
を受けた個別の住民群を対象に、乳ガンの発生率
に対する放射線の関与の可能性を徹底調査する必
要性が裏付けられた」と述べています109。

チェルノブイリ事故後に行われた研究により、そ
れ以前の調査で示されていたよりも有意に低い被
ばく量でも放射線に起因する白内障が引き起こさ
れることが認められています。被ばくから白内障
の症状が明らかになるまでの期間は24年以上に及
ぶこともあります。オメリアニッツ教授の再評価
では、放射線誘発性の白内障は「予測よりも高い
割合で観察されている」と結論づけています110。

チェルノブイリ事故によって影響を受けた地域で
見られる子どもの甲状腺ガン罹病率が高かったた
め、福島県では28万人以上の子どもたちが甲状腺

ウクライナ、リウネ州ロキトニェ区域
中央区病院の患者

「わたしは、ガンを患っており、チェル
ノブイリ第2群の身体障害者です。ウ
クライナの現在の状況では、医療制度
はわたしたちのことを忘れてしまって
います。」
例えば、わたしが飲んでいるこのような薬品は
非常に高価です。リューケランと言います。これ
をウクライナで入手するのはたいへん難しく、今
25錠で2000フリヴニャ（約9600円）以上の値
段です。わたしは血液ガンと診断されました」。
個人的に彼は確信を持っています -「もちろん、
この病気はチェルノブイリのせいです。」

「わたしたちは幸運だ、ここには面倒をみてくれ
る医者がいるから。将来はどうなるか、わたしに
はわかりません。病院が閉鎖されるかもしれな
いという噂があります。そうなったら、墓地に
行って穴を堀り、横たわって死ぬだけですよ。」

「事故前、わたしは運転手として、ここからさほ
ど遠くない露天掘り鉱山で、26年間働いていま
した。事故が起きた時にはここにいましたし、
ずっとここに住んでいます、この汚染地区に。
わたしは村に暮らしていて、牛や豚を飼っていま
す、わかるでしょう？働かなければならないん
です、子どもたちの面倒も見なければなりませ
ん。だからなんだって？わたしにはわかりませ
んよ。ウクライナには、わたしのような人が何千
人も何万人もいるんです。」

聞き取り調査： 
ヴィクトール・ ペトローヴィチ・スレサレフさん
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3.3  結論 
チェルノブイリ大惨事が、その影響を受けたウク
ライナの住民の健康状態を著しく劣化させたこと
がデータから見て取れます。ガンも、ガン以外の
疾患も、チェルノブイリに起因する放射能汚染に
よる被ばくと関連づけられています。最も著し
いのは、汚染地域に住む住民における死亡率の高
さ、出生率の低さ、若年層における甲状腺ガン発
生率が高さで、リクビダートルの間では乳ガンや白
血病が報告されています。特に母親やリクビダー
トルのうつ病、PTSD、不安神経症が、チェルノブ
イリ事故の影響であることに議論の余地はありま
せん。

チェルノブイリ大惨事による放射線被ばくと健康
影響の発現には長い潜伏期間があるので、原発事
故の被害者の継続的な観察が不可欠です。リクビ
ダートルおよび一般市民に対する広範囲にわたる
放射線モニタリングや線量評価が、被ばくと潜在
的な健康影響との間の関連性を確立するために欠
かせません。

東電福島原発事故からわずか5年しかたっていな
いことを考慮すると、特定のガンや疾患の事故の
影響に対する科学的証拠はまだ予期されていませ
ん。しかし、すでに福島の避難者には高死亡率が観
察されています。さらに、多くの精神衛生面での
影響が、福島の大災害に対する反応として認めら
れているにもかかわらず、原発事故のこの重大な
側面はことごとく無視されています。福島および
チェルノブイリの被害者に対する、ガン以外の疾
患のモニタリングがきわめて重要です。

ウクライナ全体のパターンとは異なります。これ
らの数値が示されているにもかかわらず、障害に
対する放射線量の悪影響や長期的被ばくの健康影
響について、綿密な調査は行われていません125。

オメリアニッツ教授のチームは、脳の機能と中枢
神経系に対するチェルノブイリ由来の放射能の影
響を（子宮内で被ばくした子どもも含めて）広く
深く調査する必要性を「緊急」であると述べてい
ます。また、チェルノブイリの生存者に対する神経
精神病学的ケアの改善も訴えています。教授らの
分析において、大惨事がもたらした神経精神病医
学上の影響を下記のように位置付けています126。

1）心理学的および心因性障害、2）アルコール依
存症を含む精神衛生上の長期的障害、3）脳血管
およびその他中枢神経系の器質性疾患、4）認知
障害、5）成長期の脳への影響、6）潜在的な放射
線脳障害、7）慢性疲労症候群、8）自殺

チェルノブイリ大惨事に因る放射線に被ばくした
家族のもとに生まれた子どもたちを対象にした調
査で、遺伝的突然変異の証拠が示されています。
ある調査では、ベラルーシの高濃度汚染地域に住
む子どもたちに見られる突然変異は、通常の2倍
との結果が出ています。別の調査では、リクビダー
トルの家族に生まれた子どもたちのDNA突然変異
は、災害の前に生まれた兄や姉の5.6倍と報告して
います。一方、広範な研究にも関わらず、ヒトの
遺伝における放射線の影響を予測することは、い
まだに不可能です127。

さらに、福島およびチェルノブイリ近辺の野生動
物の遺伝学的および生態学的研究において、放
射線誘発性の遺伝学的、生理学的、発育および運
動能力への有意な影響が認められています。チェ
ルノブイリ周辺の調査では、調査対象となった動
植物の主要な分類群に、遺伝的損傷および突然変
異の発生率が高いことが認められています128。チ
ェルノブイリ近辺の低線量放射線に対する反応で
ある動物や植物における突然変異や遺伝的損傷の
証拠は、ヒトについてはまだ証明されていません
が、放射線に関するわたしたちの理解が限られて
いること、および生物相への影響に対するさらな
る調査の必要性を浮き彫りにしています。わたし
たちの知識が限られていることと、多大な不確実
性とを考慮すれば、放射線被ばくに対し警戒態勢
を維持する必要があります。

3.2  健康被害をめぐる論争
放射線に誘発された健康影響はしばしば論争の的
となり、相当な科学的議論を引き起こします。こ
れは、放射線による健康影響に関するわたしたち
の理解が、概して、広島および長崎に対する原爆
投下の被爆者から学んだ教訓に限られているから
です。しかしながら、長崎と広島の場合は、おも
に、短期間の放射線外部被ばくに関する理解を深
めたにすぎません。

チェルノブイリと福島の健康影響が議論の的にな
るのは、放射線の被ばくが主に継続的な低線量
外部被ばくと、地域によっては内部被ばくを通し
て起きており、今も継続して発生しているからで
す。つまり、広島や長崎の被爆者の調査を通して
確認された放射線量とその影響を示すモデルは、
必ずしも福島やチェルノブイリの被害者に応用で
きないことを意味しています。

チェルノブイリの影響を確定することは、包括的
で信頼できるデータの不足により、次第に困難に
なっています。180万人がチェルノブイリの生存
者と指定されてきた一方で、長期的調査で被ば
く線量を評価されているのは、そのうちの13万
1,450人の生存者にすぎません120。短期間に大量
の放射線に被ばくし、その後も放射能汚染地域に
住み続けた4万4,000人のリクビダートルに対す
る線量再構築は実施されていません121。審査文献
の分析によると、チェルノブイリ生存者の放射線
量評価は、2005年以降、更新されていないことが
示されています122その結果、この包括的放射線量
評価の欠如は、チェルノブイリにおける発ガン物
質やその他の影響の評価をきわめて困難にしてい
ます123。これは、信頼できる放射線量評価が同様
に欠如している福島の事情と非常によく似ていま
す。実際、オメリアニッツ教授の見解によれば、
予算の削減とそれに伴うデータ収集や公表・出版
の終了により、チェルノブイリの影響を包括的に
評価することは今や「ほとんど不可能」になって
います124。

チェルノブイリ事故により放出された放射能汚染
が原因で起きた障害の問題は、重大さにふさわし
い注目を受けてこなかった問題の一つで、これが
取り上げられるようになったのは比較的最近のこ
とです。公表されたデータによると、ウクライナ
において障害をもつ人々の数は、1992年の9,040
人から現在は10万人以上に増えていることが示さ
れています。チェルノブイリの生存者において障
害者の割合は上昇し続けています。その結果、住
民の中で雇用に適した人の数が減少しています。
放射線に被ばくした子どもの障害のパターンは、

ウクライナ、リウネ州ロキトニェ区域
中央区病院の外来診療所長

「当然のことながら、罹病率は上がっ
ています。これに対するチェルノブ
イリ大惨事の悪影響は、確認されてい
る事実です。」

「罹病率の原因を時間に沿って見てみると、
事故直後の数年間、外部被ばくがあった時
に、結節性過形成、びまん性甲状腺腫という
ような甲状腺疾患がかなり増大したと言えま
す。数値を比較すると、当初は10万人あた
り87.1例という発生率だったのが、最初の数
年間で507.2例まで文字通り跳ね上がりまし
た。最近は、甲状腺機能低下症、糖尿病な
ど内分泌系疾患、心臓および脳血管系の疾
患、消化器や呼吸器の疾患の罹病率の上昇
が認められています。以前の罹病率上昇は
外部被ばくが原因でしたが、現在の上昇は、
医学的にも証明されているように、食物、飲
料水、子どもたちが飲む牛乳などが放出する
放射線による内部被ばくで引き起こされてい
るとわたしたちは考えています。」

「重要な点は、もし人々が汚染されていない
食べ物を摂取していたら事情は異なったかも
しれないことです。しかし、こういった人々
は自分が生きて来た場所に住み、子どもを育
て、その地の牛乳を子どもに与えています。
だから、現在でもこれは深刻な問題なので
す。」

「もう一つ、問題があります。現在子どもを
持つ人々は、事故当時に生まれたか、または
そのころ思春期だった人々です。彼らは今自
分たちの子どもを持っています」。そのため
に心臓欠陥の発生率が非常に高く、より多く
の染色体疾患が見られます。さらに、放射能
汚染の悪影響も考慮しなければなりません。
子どもたちの免疫は弱く、頻繁に病気にな
り、ウイルスや細菌に感染しやすく、病弱で
回復も遅いのです。」

聞き取り調査： 
ナターリヤ・ブリチカさん
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4.1  チェルノブイリ：汚染
地域、被害者、経済支援 
チェルノブイリ災害の悪影響は、ウクライナの社
会にとってあまりにも多様かつ大規模であったた
め、被害者の権利や政府の義務は法律として成文
化され、ソビエト連邦の崩壊に続いてウクライナ
が独立した後には、ウクライナの憲法としても成
文化されました。しかし、この災害の始まりから
30年、国はいまだにチェルノブイリの被害者に対
する義務の履行を十分に尊重していません。それ
どころか、政府は近年、チェルノブイリ事故によ
って影響を受けた人々に対する社会的支援対策の
資金を減らしています。

ベラルーシ、ロシア、ウクライナの被災領域で引
き続き存在する問題について、領域内の市民に対
する社会的な保護を含む法的枠組みは、ソ連崩壊
前の1991年初頭に採択されました。これは、放射
能により高濃度に汚染された領域内の住民の均一
な「居住概念」に基づいています。

この概念の基本原則は、チェルノブイリ大惨事に
因む人間に対する放射線被ばくは、年1ミリシーベ
ルト（mSv）を超えてはならないとしています（ま
た、例えば1986年に生まれた子どもなど危険群
にあたる人々に対しては、生涯被ばく線量を70ミ
リシーベルトと定めています）129。ウクライナ、
ベラルーシ、ロシアでは、平均年間実効線量1ミ
リシーベルト（mSv）が被ばく限度として許容さ
れています。この限度を超えると、防護対策（対
抗措置）を受ける正当な理由と見なされます130。 

自分たちの地域社会/生活圏が、取り返しがつかな
いほど汚染されてしまった被害者に対する放射線
の「安全」値の設置をめぐる決定は、行き当たり
ばったりで辻褄が合わず、伝え方もまずく、やる
気も見られません。これにより、当然のことなが
ら、一般市民の間では当局に対する不信感が増大
しています。

低線量放射線への継続的な被ばくのリスクをめぐ
る科学的な論争は続いており、それに基づく決定
の混乱も継続しています。本章では、汚染地域の
区分けと、それが地元の住民に及ぼす社会的な影
響について、福島とチェルノブイリの大惨事によ
り最大の影響を受けた国々、日本、ウクライナ、
ベラルーシ、ロシアの現状の詳細を述べます。

チェルノブイリと福島に共通するのは、被害者の
諸権利の尊重や、被害者が望む生活条件、進んで
受け入れる用意のあるリスクを決定するにあた
り、被害者の関与が欠如していることです。 

福島とチェルノブイリ原発事故の被害者は、個々人の安全に関する決定から一貫して除外
されてきました。数十万もの人々が避難を余儀なくされ、帰還を断念させられています。
他の人々は、汚染地域に住み続けることで、低線量放射線による継続的な被ばくという現
実のうちに生きることを強いられています。言うまでもないことですが、チェルノブイリ
や東電福島原発事故の被害者は、自分たちの生活が永遠に変えられてしまうことを一度も
承諾していません。何百万人もの人々に対して、この二つの原発事故による重大かつ不当
な仕打ちが続いています。

4. 原発事故：一度避難したら
　 二度と戻れないかもしれない

福島第一原発から北に5-15キロ地点にある
浪江町の放棄された店舗と自販機。

町の人口と同じおよそ2万人の人々が町を離
れ、避難した。

© Christian Aslund / Greenpeace
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表4：実効線量が、確立された線量限度を超える
ウクライナ、ベラルーシ、ロシアの集落数142  

国名 調査年
集落数
全区域の  
合計集落数

1-5 ミリシー
ベルト/年

＞ 5 ミリシー
ベルト/年

ベラルーシ 2015 2396 82 0
ロシア 2014 4413 276 8
ウクライナ 2012 2293 26 0

2005年、ベラルーシの住民が被ばくする平均年間
実効線量は、放射能汚染地域内の2396集落のうち
82集落で年1ミリシーベルト以上でした。9つの集
落での線量は年2ミリシーベルトから5ミリシーベ
ルト未満でした143。2012年、ウクライナの住民に
対する平均年間実効線量は、2293集落のうち26
集落で1ミリシーベルト以上でした。6つの集落で
の線量は2ミリシーベルトから5ミリシーベルト未
満でした144。ロシアの放射能汚染区域での最近の
研究では、4413集落のうち276集落（約6%）で平
均年間実効線量が1ミリシーベルト以上、そして8
つの集落では年5ミリシーベルト以上だったことが
示されています145。

による継続的な悪影響はほとんど注目されないま
ま、汚染地域に今も住む住民の放射線被ばく値は
恐らく上昇していることを意味します。数千人も
の子どもたちは、チェルノブイリ事故の30年後に
生まれた子どもでさえも、日常的に、放射能に汚
染された牛乳を飲まざるをえません。

4.1.2 放射能汚染とともに生きる
こと
ロシアの避難区域にある集落では、1986年の災害
後に住民の一部だけが退避しました。このため、
この汚染地域の地元住民はベラルーシやウクライ
ナに比べると相対的に多量の放射線量の被ばくを
負っています。

地域によっては、放射性核種の崩壊および自然界
における自己修復プロセス（天候の影響による核
種の移動など）、さらに対策の適用により、放射
線被ばくは低減しています。その結果、ベラルー
シでは放射能汚染の異なる公認区域に属する集落
数は現時点で1.5分の1に減少し、そこに住む住
民の人数は1.9分の1に減っています（区域の地
位はベラルーシ政府により5年ごとに見直されま
す）141。

とはいえ、カシュペロフ教授の再評価によると、
ロシア、ウクライナ、ベラルーシ内の数百もの集
落で年間線量限度1ミリシーベルト（mSv）を超え
ており、約100万もの人々がこれらの集落に住み
続けています。右記の表4は、線量限度以上の被
ばくがある集落数を国ごとに集約したものです。

4.1.1  経済的支援
このような法律によって規定されている防護対策
（再定住、無料住宅の提供、特別な保健医療、早
期退職、無料での交通機関利用や無料の食糧、公
共料金の割引など各種の特権や補償）は、ソ連の
一般連邦予算の資金から財政調達しなければなり
ませんでした。1991年末のソビエト連邦崩壊後に
は、これらの費用は各独立国の予算から資金を調
達する必要がありました。しかし、経済的に厳し
い時期でもあり、防護対策には適切な資金があて
られていません136。

チェルノブイリ大惨事以降の国家の継続的責任
は、ウクライナ憲法第16条に反映されています。
「世界規模の大惨事であるチェルノブイリ大事故
の影響を克服し、ウクライナ国民の遺伝子プール
を保存することは国の責務である」と137。1992
年から1998年にかけて特別な基金（チェルノブイ
リ事故の影響緩和と住民の社会的防護のための対
策基金）が創設されました。これはウクライナの
予算の一部でもあり、チェルノブイリ事故の影響
を緩和し、住民を防護することに焦点を当てたも
のでした。1999年初頭、当該基金に対する財政貢
献は、単に国だけの責任となり、かつてはこの基
金に資金を提供していた企業や経済機構はこれ以
上の負担の必要がなくなりました。

残念なことに、被災者を社会的に守るための財政
が不足し、そのためチェルノブイリ事故の影響に
苦しみ続けているコミュニテイの中に、十分な支
援を受けていないものがいくつかあります138。例
えば、実現すれば住民の平均年間実効線量を許容
値（1ミリシーベルト以下）にまで下げることがで
きたであろう農業対策は、2009年以降ウクライナ
で実施されていません。その一方で、住民に対す
る社会給付金（賠償や特権）は、放射線防護にか
ける費用より重要であると見なされ、継続されて
います139。

ベラルーシもまた、事故の被害に対処するプログ
ラムの財政を支える主要な基金を確立しました。
近年では、住民を社会的に守ること、そして医療
に対する個々の支払いが優先されており、続いて
被害を受けた地域の社会的および経済的な回復あ
るいは開発、さらに放射線防護や対策の実施、ま
た1％強が、科学および情報の支援に対し割り当て
られています140。

チェルノブイリ災害後の被害に対処するための財
政上の支援が削減されたため、汚染食品の管理が
低下（第2章で言及したように）、防護対策の実
施に必要な予算が減り、入手できる科学的モニタ
リングデータも減っています。つまり、この災害

この原則に基づき、放射能汚染領域が4つに分け
られました。これらのゾーンは、放射線の線量値
と土地の汚染濃度によって定義されました131。

1 強制退避または初期退避ゾーン：住民は1986年と1987年に退避

2 避難または移住義務ゾーン：セシウム137 汚染レベル - 55万
5000ベクレル/m2超、ストロンチウム90 汚染レベル - 11万
1000ベクレル/m2超、年間実効線量 - 5ミリシーベルト超

3 自主的な移住の権利または移住の権利居住ゾーン：セシウム137
汚染レベル -18万5000〜55万5000ベクレル/m2、年間実効線
量 - 1〜5ミリシーベルト

4 厳重放射線管理区域または優先的な社会的・経済的地位を有する
ゾーン：セシウム137 汚染レベル - 3万7000〜18万5000ベク
レル/m2、年間実効線量 - 1ミリシーベルト未満

ウクライナの強制退避ゾーンは約1,210平方キロ
メートルあり、事故前には約9万1,600人が住ん
でいました。汚染のために、この区域には誰も住
むことが許されていません132。ウクライナの移
住義務ゾーンは約6,490平方キロメートルありま
す。放射線値が高いため、1991年および1992年
に約5万人の住民がこの地域を去るよう要請され
ました。ウクライナの「自主的な移住の権利ゾー
ン」は約2万3,620平方キロメートルで、ここに
は約60万人の住民がいます。このゾーンでは、
年間線量が1ミリシーベルトを超えることがあ
り、そのような場合には被ばく量を減らすために
付加的な防護対策が必要となります。  

ウクライナの厳重放射線管理ゾーン（ゾーン4）
は約2万2,480平方キロメートルあり、160万人
の住民がいます。この区域は年間線量が0.5ミリ
シーベルトを超える場合があります。4番目の区
域は2014年12月28日に廃止になり、これは、事
実上、もはや住民に対する放射能の危険はないと
ウクライナ当局が見なしたことを意味します133。
これには、それまでゾーン4と指定されていた、
ストロンチウム90の汚染濃度が今でも5,500ベ
クレル/m2 より高い10カ所を超える集落が含ま
れており、これらの集落はゾーン3（自主的な移
住の権利または移住の権利生活ゾーン）に指定さ
れるべき地域に位置しています134。

カシュペロブ博士および共著者による研究から明
らかなように、人々に対する放射線実効線量評価
の公式承認方法に関する決定は、3国で異なりま
す。そのため、対象とする各国データの国家間の
比較は困難です135。

福島市内の民家の軒先に
積まれた放射性廃棄物。プ
ラスチックのゴミ袋に詰め
られた汚染土が、こうして
道路脇に保管されている。

© Shaun Burnie / 
Greenpeace
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る新しい政策は、汚染地に帰還させるというもの
でした。

これまで、避難指示は田村市と川内村の一部が
2014年に、そして楢葉町が2015年に解除されて
います。みな、20キロ圏内の一部よりも汚染は低
い地域です。また特定避難勧奨地点と言われる点
在するホットスポットの指定もすべて解除されて
います159。

安倍政権はとくに福島県飯舘村の人々を帰還させ
たいようです。飯舘村は20キロ圏外に位置して
いますが、原発事故により高濃度に汚染されまし
た。飯館村の存在は、大きな原発事故がおこれば
10から20キロ圏を超えて被害がでるということ
を、日本の市民に常に思い起こさせています。避
難したのが 2011年の4月から7月の間と遅かっ
たため飯舘村の6千人もの人々は日本で最も被ば
くをしたと言えます。人々は現在もふるさとから
離れ、ほとんどの村民が仮設住宅で暮らしていま
す。多くの村民は新しい土地での暮らしを始める
ことができる賠償を求めて今も闘っています。多
くの意向調査では、これまでの暮らしを取り戻す
ことはあきらめ、新しい暮らしのための賠償を望
んでいます160。

4.2.2  経済的支援
日本政府の「復興」政策は、5万5千人の避難者を
汚染地に帰還させ、賠償を2018年に打ち切るとい
うものです。

避難指示の解除方針とは裏腹に、復興庁、福島
県、富岡町、大熊町による共同調査によれば、帰
還を希望する世帯は15%以下にすぎませんでした
161。これは政府の政策と被害を受けた住民の意向
との間に大きなギャップがあることを示していま
す。病院や商店などの基本的なインフラがまだ元
に戻っていません。楢葉町では学校も再開してお
らず、新しい津波防護壁も完成していません162。

すでに解除された避難区域の人々は帰還が期待さ
れ、長期的に住む「復興公営住宅」の対象者では
ありません。現在建設が進む復興公営住宅は「帰
還困難区域」と指定された地域の避難者だけを対
象としています。しかし、そうした対象者である避
難者は東京電力からの賠償により新しい住宅を買
うことも可能なため、応募は予想より少ないそう
です。

そうして、対象者でない避難者は、仮設住宅から
出ることを余儀なくされたとき、困難な決定をし
なければならなりません163。避難者の不安をなく

4.2.1 放射能汚染とともに生きる
こと
東電福島原発事故から5年を経て、日本政府は避難
者のかなりを占める人々を2017年に汚染されたふ
るさとに戻す目標を定めました。この帰還政策は
被害者たちの声を聞くことなしに、また、汚染さ
れていないコミュニティに移住するという選択肢
も示すこともなく、政府が決定したものです。

通常、公衆の被ばく限度は年間1ミリシーベルト
です。それが東電福島原発事故後、（訳注：ドイツ
で）原発労働者の通常の年間被ばく限度として設
定されている値である年間20ミリシーベルト基準
が設定されました。この産業用の基準が、放射線
により敏感な子どもを含み、今やすべての汚染地
域の市民に適用されています154。すでに述べたよ
うに、チェルノブイリ原発事故により汚染された
地域社会に適用されている限度の約20倍の高さで
す。

年間の外部被ばく線量が50ミリシーベルトを超え
る「帰還困難区域」を除くすべての避難区域の人
々を帰還させるというのが政策です155。帰還時期
が決められていて2017年3月までに避難指示を解
除、これには「居住制限区域」の2万3千人、「避難
指示解除準備区域」の3万2千人を含む5万5千人
が影響します。賠償はその1年後に打ち切られま
す156。

これとは対照的に、国連人権理事会の特別報告者
アナンド・グローバー氏は、これらの汚染の高い
地域への帰還を強いるのは健康に対する権利とは
「適合しない」とし、こうした決定は人々の精神
衛生上と体の健康に長期的に影響を及ぼすもので
あり、住民の自発的、直接的、そして効力のある
参画を得てなされるべきである」とし、また避難
者の帰還は「放射線量が可能な限り低くなり、年
間1ミリシーベルト以下となったとき」のみなさ
れるべきだとも述べています157。

日本政府は避難区域の内外で大掛かりな除染プ
ログラムを始めています158。これは、旧ソビエト
連合ではなかったことです。第2章で述べたよう
に、広範囲に行われてはいるものの除染の効果は
乏しいものです。それにもかかわらず避難者は汚
染地へ帰還し、日々の暮らしの中で高いレベルの
放射線にさらされることを強いられています。

地方自治体は避難者に帰還してもらうために大金
を投入しています。日本政府の汚染がなかった状
態に戻りたい、という願いは、2015年6月に政策
となりました。数万人もの福島県民の未来を決め

4.2  福島：汚染地域、被害
者、経済支援 
東電福島原発事故の危機的状況時、およそ8万人が
次々に原発の20キロ圏から避難しました。避難を
強いられた住民は「事故情報がなかった、着の身着
のままの避難だった、原発事故だと思わなかった」
という状況でした150。

しかし、チェルノブイリ原発事故と同様、放射性物
質は避難指示区域の20キロをはるかに超えて降り
注ぎ、汚染をもたらしました。2011年4月22日、
政府は福島原発の北西に、1年間の積算線量が20ミ
シリーベルトに達するおそれがある地域をいわゆる
計画的避難区域を設定しました。葛尾村と浪江町の
一部、飯舘村の全て、川俣町の一部（山木屋地区）
と南相馬市の一部です151。

この新しく設定された避難区域の人口はおよそ1万
人です。その5市町村によれば、この遅すぎた避難
指示が出されたとき、この高濃度に汚染された地域
にいたのは6千人でした152 他の人々は先に独自に避
難していたことになります。

2011年の8月29日までに避難指示もしくは勧告を
うけた人数は、原発から20から30キロの地域の約5
万8千人を含み合計で、およそ14万5千人にのぼり
ます153。

公的な統計に表れていないのはいわゆる避難指示区
域外から、避難を決めた「自主避難者」たちです。
被ばくをさけるため、あるいは、ただ、子どもたち
に外遊びができる環境で育ってほしいと願って、避
難を決めた人々です。これらの自主避難者は、政府
からほとんど支援を受けられないでいます。2万5
千人が住宅支援を受けていますが、それも2017年3
月に打ち切られます。

2015年10月のロシア政府の新しい法令で、ブリ
ャンスク地方にある数百の集落に対する分類の変
更が意図されました（表5を参照）146。地域を農業
用地に戻すために、汚染地域の公認リスト削減が
押し進められています147。しかし、地位が変更さ
れると、無料医療や予防プログラムを含む福祉お
よび防護対策が削減されるため、人々の生活に大
きな悪影響があります148。さらに、グリーンピー
スの調査での測定（第2章を参照）によると、集落
の分類は調査で明らかになった放射能汚染と必ず
しも適合してないことが示されています。

表5：ブリャンスク地方（ロシア）の汚染区域内にある集落数149

2005 2015
強制待避区域 4 4

避難区域 202 26

移住権利生活区域 237 191

優先的社会経済地位区域 535 528

集落の合計 978 749
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ことながら、おそらく［チェルノブイリ事故］が5
年後のソビエト連邦崩壊の本当の原因だったので
しょう。まさに、チェルノブイリの大惨事は歴史
的な岐路でした。あの災害の前の時代があり、そ
して災害の後には全く異なる時代が展開していま
す」178。

東電福島原発事故の後、原子力規制委員会（NRC）
の元会長グレゴリー・ヤツコは、この災害は明ら
かに社会的に「許されないもの」であるにもかか
わらず、その一方で、国際安全規範においては、
許容できないとは見なされないとの認識を示しま
した。ヤツコが述べるように、「福島は確かに非常
に重大な出来事だったが、健康上の影響という意
味で現在我々が使用しているリスク指標に照らす
と、それほど重大ではありませんでした」179。

東電福島原発事故からの放射線に誘発された直接
の死亡が発生しなかったため、この災害は国際安
全要件下では「専門的見地から許容範囲」と見な
されています。全くもって、原子力産業の安全の
概念と、チェルノブイリや福島原発事故は許容で
きないとする一般とにはギャップがあります。専
門家らが「数字で放射線学的影響の深刻さを示す
なら、死亡者の数より原発事故避難民の数」のほ
うがふさわしいと主張しているのは、そのためで
す180。

福島とチェルノブイリの事故は、原子力事故がも
たらすあらゆる危険性を明らかにしました。環境
や人間の健康へ悪影響を及ぼす、ということを超
えて、原発事故が受け入れがたい社会的大災害で
あることは疑う余地がありません。 

以上のような事柄が、多くの日本の市民にとり、
以前は敬意を払っていた政府や専門機関とどう向
き合うか、を見直すきっかけになっています。実
際、東電福島原発事故は日本の社会的関係性を変
えました。科学を手にした市民が政府の政策に異
議を唱え、抵抗しています。政府に対する新たな
不信がこうした「ボトムアップ」型の動きをます
ます強めています175。

政府の専門知識への信頼を失うと、市民は、自分
たちの暮らしや健康を守るために、それ以外の手
段を持つようになります。東電東電福島原発事故
の後、日本の市民はモニタリングの方法を学び、
食品や地域社会の放射線レベルのリスクを共有
し、理解するなど、政府が保証する「安全」を評
価するために自らの技術力を向上させてきまし
た。この「科学を手にした市民運動」は、東電福
島原発事故に対応して現れました176。つまり、政
府が信頼できないために、市民が力を合わせてツ
ールとネットワークを開発して、放射線による被
ばくを避け、健康を守ろうというものです。

もうひとつ、東電福島原発事故に対応して現れた
のは、自然エネルギーの台頭です。これも市民に
よる答えです。事故の前、日本は新しい原子炉を
建設し、同時に既存の原子炉を稼働し続ける計画
でした。事故から5年が過ぎ、電力会社は原子炉
の再稼働を押し進めているものの、一般市民は自
然エネルギーを望み、反原発運動はますます強
くなっています。また、東電福島原発事故以来
8,555万キロワットの自然エネルギー発電が国に
より認定されています177。

チェルノブイリ事故による社会的大変動は、日
本とは大きく異なる形で現れました。2006年に
ミハイル・ゴルバチョフは、チェルノブイリ事故
がソビエト連邦崩壊の主たる原因だったと認めま
した。ゴルバチョフは次のように述べています。  
「わたしがペレストロイカを開始したこともさる

も、そしてIAEAも、これまで、正直に、あるいは
共感をこめて、事実を認めるわけでもなければ取
り組んでもきませんでした。それどころか、関連
当局は、長期にわたる強制退去や、継続的かつ無
理強いされた放射線被ばくを原因とする社会的影
響やストレスを過小評価し、ないものとして退け
て来ました。

この報告に記録されているように、福島とチェル
ノブイリの被害者の間断なく続く苦しみは、核施
設によって引き起こされる危険性は社会的に許容
できるものではないことを明らかにしています。
これらの大惨事が起きるまで、このリスクの本当
の姿は隠されていました。

福島とチェルノブイリでの事故以降、何百万もの
人々の人生が変わってしまいました。汚染された
地域社会に住む人々は、どうやって自分たちの被
ばくを減少させ、制限するかを判断しなければな
りません。買い物に行く、料理をする、食べる、
野外または室内で働く、家を暖めるなど、日常行
われるすべての選択が自分や家族を危険に晒しか
ねません。このようなストレスや不安感が原発事
故に関連づけられるのは当然です。

日本、ウクライナ、ロシア、ベラルーシに暮らす
何千人もの母親と父親と祖父母たちがこうした
ことに直面しています。チェルノブイリや福島で
は、日々の暮らしが奥深いところで変化しまし
た。また、政府当局あるいは専門家との関係にお
いても同じです。こういった地域社会は、当然の
ことながら、この現在進行形でしかも長く続く
放射線被ばくに全く同意していません。地域社会
は、押し付けられた追加のリスクの受け入れを拒
否しています。それが産業界の専門家と市民の抵
抗との間の葛藤の重要な点です。

原子力産業や政府は安全だと言いますが、人々の
不信、懐疑、抵抗には十分な根拠があります。事
故の後、チェルノブイリと福島の双方で、日本や
ウクライナの政府が安全性に関する不安を取り除
くため、広範囲にわたり、自信たっぷりに市民に
安全を保証する例は限りなくあります。こういっ
た自信に満ちた宣言は、事故の影響を受けた地域
社会や共同体の現実とは全くかけ離れています。
情報の欠如、矛盾に満ちた政府の通達、将来の健
康影響についての懸念、政府の秘密主義、損害に
対する不当な賠償とが組み合わさり、ストレスや
恐怖感、不安、PTSDや鬱病など精神衛生上の影
響を劇的に増大させています173。事故後、福島で
もチェルノブイリでも、放射能汚染があった場合
の食品の安全に関する一貫性のない矛盾した情報
により、専門家や政府に対する不信が増大しまし
た174。

そうと、日本政府は希望者に外部被ばくが測定で
きる線量計を配っています164。

避難指示がでていない地域から避難を決めた市民
は、国をあげて取り組まれている福島復興の妨げ
なっているとして冷ややかな目で見られることも
あります。こうしたいわゆる「自主避難者」は公
的には原発事故避難者とは認められず、公的な統
計も取られず、政府からの支援もほとんど得られ
ていません165。

2018年までに東京電力からの毎月の賠償も打ち
切られます166。賠償の支払いの手続きはその複雑
さや不透明性が過去も批判の対象となってきまし
た。被害者の利益よりも自社の利益を優先する東
京電力は、既に厳しい暮らしを強いられている被
害者の暮らしをより困難なものにしています167。
事故当初、東京電力の賠償請求書は60ページも
あり、それに156ページの冊子がついていました
168。また、ほんのわずかしか賠償されなかった例
もありました。多くの例がありますが、例えば事
故原発から5キロの大熊町の木幡ますみさんの築
180年の古い家に示された額は70万円（訳注：約
6,000米ドル169）だったそうです170。

日本の原子力損害賠償法（1961年）は東京電力
や他の電力会社に事業者あたり1千2百億円の民間
保険へ加入を義務付けています。東電福島原発事
故は、それが甚だしく不十分であることを示して
います。2013年、東京電力は賠償と除染の費用を
10兆円と見積もっています171。

被害者が原発事故で失ったものを取り戻すための
支援に必要なあらゆるコストについて、原子力産
業が全くと言っていいほど負担しないのは、現行
の賠償制度のせいです。東京電力2012年に実質国
有化されており、賠償を支払っているのは結局の
ところ日本の納税者です。GE、日立、東芝などの
原発メーカーは、福島原発についても大きな契約
をとって、建設、機器の供給、サービスを行ってき
ましたが、まるで事故などなかったかのように原
発ビジネスにいそしんでいます。自らの技術が破
壊した被害者に対して責任をとらないばかりか、
除染や破壊された原子炉の廃炉作業といった原発
事故由来のビジネスで利益をあげています172。

4.3  懐疑と不信、その中か
ら立ち上がる市民：原発事
故の社会的影響
チェルノブイリと福島の事故がひき起こした巨
大な社会的変動について、政府当局も原子力産業

福島第一原発から
60キロの福島市郊
外で汚染レベルを調
査するグリーンピー
スの放射線防護アド
バイザー、リアナ・
トゥール。

© Markel Redondo / 
Greenpeace
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原発事故は他の産業事故と違い、身体だけでな
く、精神衛生上の健康も蝕みます。多くの住民
が、避難といってもふるさとに戻ることはでき
ず、地域社会が引き裂かれ、長期的な放射線の被
ばくストレスの中に置かれます。チェルノブイリ
と福島の人々が経験した社会的な大変化は前例が
ありません。

チェルノブイリと福島の事故では、数十万もの人
々がふるさとに永久に帰ることができません。数
百万もの人々が放射能に汚染された土地に住んで
います。人々の、自らと家族の健康を被ばくから
守る権利が、永久に取り上げられています。

「わたしたちは、暮らしを取り戻したい」という
声を原発事故被害者があげています。その「暮ら
し」には、安全な場所で、健康的な環境の中で、
生き、働き、遊ぶ権利が含まれます。チェルノブ
イリと福島で起こっていることは、今後数十年に
わたって論争が続くであろう環境への影響、健康
被害という概念を超え、人権の侵害にほかなりま
せん。

原子力産業は、二つの事故の影響を否定したり、
過少評価しようとしていますが、30年を経たチェ
ルノブイリ、5年を経た福島においての社会・健
康・環境への影響は大変深刻なものです。

このレポートでは、原発事故がどんな爪痕を私たちに残したか、そしてそれが100年以上
も続くということを具体的に示すことを試みました。東電福島原発事故から5年、チェル
ノブイリから30年たちましたが、今はまだ、その余波が始まっているにすぎません。この
二つの事故がなにをもたらすかの全体像は今後数百年は見えないでしょう。

原子力産業は、かつて、このような大事故は起こりえないと言っていました。しかし、大
事故は10年に一度起こっています181。今、原子力ムラは、原発事故は他の産業事故と同
じようなものだと、私たちに信じ込ませようとしています。

5. 結論

福島県浜通りの夜ノ森駅。放射線量は 
1.31マイクロシーベルト／時。原発
事故前の数値は、0.08 マイクロシー
ベルト／時。

© Robert Knoth / Greenpeace
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精神衛生上の健康が身体的健康に与える影響につ
いては広く認識されるようになっています。チェ
ルノブイリと東電福島原発事故が与える精神衛生
上の影響は、避難、帰還が困難であること、社会
的スティグマ（負の烙印）、そして長期的な放射線
被ばくへの心配などのストレスによって起こりま
す。これらが身体上の健康に悪影響を与えます。

これら災害からの精神衛生上の健康への影響は
PTSD、うつ、不安神経症、身体表現性障害、アル
コール依存症、心理測定法で評価できる類の疾病
です。最近まで、精神衛生上の健康障害は身体の
病気よりも共感を得られない形で扱われてきまし
た。これらの健康障害が認知され、チェルノブイ
リと東電福島原発事故の被害者の支援政策や原子
力防災・避難計画に反映されるべきです。

5.2  健康被害 
チェルノブイリと東電福島原発事故の健康への影
響の議論で注目されるのは、放射線が引き起こす
人の健康への被害です。それがしばしば論争の的
となるのは、低線量の影響に関するわたしたちの
理解が限られていること、このようにたくさんの
人々への被ばく線量に関する包括的なデータが不
足していることによります。

チェルノブイリと東電福島原発事故の放射能汚染
により避難した被害者の暮らしと健康の全面的な
悪化を見なければ、被害の規模を理解することは
できません。

チェルノブイリは、ウクライナ、ベラルーシ、ロ
シアの大きな集団の暮らしと健康にかなりの衰退
をもたらしました。こうした衰退が示唆すること
に、ウクライナの放射能汚染地域における高い死
亡率と低い出生率が含まれます。特に、被ばくし
た両親を持つ子どもの死亡率が高いことは注目に
値します。汚染地域での死亡率の増加の重要な原
因は心血管系疾患（DCS）です。加えて、数万人
の過剰ガン死が予測されています。

上述したように、放射線に誘発された健康影響は
しばしば論争の的となり、相当な科学的議論を引
き起こします。これは、放射線による健康影響に
関するわたしたちの理解が、概して、広島および
長崎に対する原爆投下の被爆者らに学んだ研究に
限られているからです。

しかしながら、以下の放射線被ばくによるとされ
る健康被害が広く認められています。

• 子どもとリクビダートルにおける甲状腺
ガンの相当な増加

• リクビダートルにおける白血病と乳ガン

• リクビダートルにおける認知障害

• リクビダートルにおける白内障の増加

• リクビダートルと住民における心血管系
疾患（DCS）系疾病由来の死亡率の増加

• リクビダートルと汚染区域の住民におけ
る障害

ガンの潜伏期間を考えると東電福島原発事故後の
公衆への被ばくによるガンの増加は現段階ではま
だ、ほかの要因のものと識別可能なほどではいな
いでしょう。とはいえ、甲状腺ガンは増加してお
り、これはスクリーニング効果だけでは説明がつ
きません。

5.1 汚染 
福島とチェルノブイリの事故では長寿命の放射性
物質が広範囲に拡散しました。濃度が高すぎる地
域では、人々は家に戻ることはできません。そし
て福島でもチェルノブイリでも数百万もの人々が
放射能で汚染された地域に住んでいます。この汚
染は、慢性の低いレベルの放射線被ばくを招き、
心身の健康を害するリスクを高めます。

チェルノブイリ原発事故が始まってから30年です
が、1万平方キロメートル以上の土地の産業使用
が不可能となっています。ベラルーシ、ロシア、
ウクライナの15万平方キロメートルが汚染地域に
設定されており、500万人が公的にチェルノブイ
リからの放射能により汚染されていると認識され
た地域に住んでいます。原発の10キロ圏では、高
いプルトニウムのレベルのため、今後1万年以上、
人間が住むことはできません。

多くの農地でセシウム137の汚染が数十分の1に
減少しましたが、野生のキノコやベリー類では数
分の1程度の減少にすぎません。同時に、牛乳、牛
肉、また食物以外の森林製品のセシウム含有量は
摂取限度、利用限度の基準を超えています。

2015年にウクライナのリウネ州でグリーンピース
が行った現地調査では、牛乳に摂取限度を超えた
セシウム137が見つかっています。

日本政府の除染は断片的で不十分で、除染された
地域でも再汚染の深刻なリスクがあります。大
変な費用、時間、労力が費やされていますが、除
染は、おそらく終わらないでしょう。また、除染
は、放射線汚染を「除」くのではなく、単によそ
に「移」しているだけです。除染で出た廃棄物を
保管する仮置き場が、地域社会や環境を汚染し続
けています。

広大な範囲の土地の放射能汚染の人々への影響
をあなどるべきではありません。数万人が家、
土地、暮らしを失っています。かつて数世代にわ
たり一緒に住んでいた家族は今や離ればなれにな
り、多くは二度といっしょに住むことがかなわな
いでしょう。賠償はわずか（あったとしても）
で、多くが老朽化しはじめた仮設住宅に住んでい
ます。すべては、被害者たちが起こしたわけでも
ない原発事故のためです。

原発事故から30年後、グリーンピースはチェルノブ
イリの惨事の現場を再び訪れた。4号炉を覆う新たな
閉じ込め（密閉）施設近くの放棄されたプリピャチ
の街。

© Denis Sinyakov / Greenpeace

福島市の子どもたち。

福島市も、福島第一原発
事故による放射能汚染の
影響を受けている。

© Jeremy Sutton-
Hibbert / Greenpeace
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5.3  社会的影響
チェルノブイリと福島の事故がひき起こした巨大
な社会的変動について、政府も原子力産業界も、
そしてIAEAも、これまで正直にあるいは共感をこ
めて、事実を認めるわけでもなければ取り組んで
もきませんでした。

福島、チェルノブイリの原発事故では数十万もの
人々が避難を余儀なくされ、ふるさとに戻ること
ができません。数百万もの人々が汚染地域に残さ
れています。そのために、日本、ウクライナ、ロ
シア、ベラルーシの数十万という人々は、日々の
暮らしの中で、今までと違う決断をしなければな
りません。これは明らかにストレスや不安と政府
への不信を増加させます。こうした暮らしの上で
の大きな変化による悪影響は、いくつもあげるこ
とができます。

双方で、事故が始まってから、自殺率が高くなって
いることが見られます。ウクライナの汚染地域で
人口減少が顕著であり、また続いています。同じよ
うな人口減少の傾向は、日本の汚染地域でもみられ
ています。

東電福島原発事故以降、日本では市民による抗議
行動の高まりがあります。そして「科学を手に
した市民運動」ともいうべき運動が起こっていま
す。市民が放射線を測定を始め、それらの結果
を共有するネットワークをつくっています。その
地域に帰っても安全なのかについて、政府の線引
きに頼ってはいません。抗議行動も「科学を手に
した市民」も、権威や政府の見識に対する不信の
高まりが表現されたものであり、政府の見識に対
し、果敢に異議を申し立てています。

健康への放射線被ばくの客観的なデータの
収集などである。

• 被ばくした人々が受ける全体量を軽減させ
るために、放射線被ばくを軽減する対策を
続けなければならない。

• チェルノブイリ周辺の放射線と食品のモニ
タリングと計画は被害を受けたコミュニテ
ィの参画を得て、再開すべきである。

• 放射線に高濃度に汚染されたいわゆるホッ
トスポットのあるエリアへの立ち入り制限
を導入すべきである。

チェルノブイリと東電福島原発事故の環境と社会
への爪痕は、わたしたちに数十年、数百年にわた
り、原子力発電は、ただただリスクに値しない、と
いうことを思い起こさせ続けるでしょう。原発の
大事故を避ける道は、地球上から原発をなくすこ
としかありません。

チェルノブイリと東電福島原発事故は、原発が安
全で、安く、信頼できる電源だという神話を破壊
しました。今も、多くの資金と資源が新世代型原
子炉に浪費されています。それらはクリーンで持
続可能なエネルギーとエネルギー効率化の未来に
こそ投入されるべきです。わたしたちは、自分自
身と子どもたちと地球に対し、これらの教訓を学
び、このような破壊と苦しみが繰り返されないよ
うにする義務を負っています。

5.4  グリーンピースが求め
ること
福島そしてチェルノブイリ原発事故による社会的
影響、健康被害、環境への影響の大きさを考える
とき、原子力利用をやめて、クリーンなエネルギー
に代替する、というのは合理的で、あきらかな帰
結です。実際、さまざまな国が、チェルノブイリ
や福島の原発事故以降、原発の段階的廃止を決定
しています。

もし原発を維持したいなら、チェルノブイリや福
島級の放射能放出があっても市民を守ることがで
きるような原子力防災・避難計画が必要です（実
現は非常に困難でしょう）。しかし、少なくとも現
存の原子力防災・避難計画に、放射線防護対策、
大規模な集団の長期避難にどう対処するか、そし
て、それらに加え、原子力災害による心理的・身
体的健康被害を緩和するために、身体の健康・心
のケア・精神疾患の治療を長期的にどうしていく
かについて盛り込む必要があります。

政府はチェルノブイリと東電福島原発事故の被害
者に対し、適切な支援や賠償を行わなければなり
ません。健康への影響、放射能汚染が続いている
こと、そして不公正な政府の政策に鑑み、グリー
ンピースはチェルノブイリと東電福島原発事故被
害者に対し、以下がなされることを要求します。

• 被害者の権利は尊重すべきである。政府は
被害者個々人の安全に関する意思決定に被
害者を参画させる責任がある。

• 被害者は自らの安全と健康にとってリスク
があると思う地域への帰還を強いられない
ことを選ぶ権利を持つべきである。

• 被害者がどのような意思決定をしようと、
政府からの十分な支援を受けるべきであ
る。

• 個人の決定に関わらず、失った暮らしと財
物と負った心身の健康のリスクについて完
全に賠償されるべきである。

• チェルノブイリと東電福島原発事故の影
響の長期的調査は支援されるべきである。
調査の中で重要な分野は、認知障害など、
ガン以外の疾病182、低レベル放射線の動
物、昆虫、植物への影響、放射線災害起因
の精神衛生上の長期的影響、チェルノブイ
リ生存者の脳への長期的影響183、身体的

荷車で地元産のジャガイモを運ぶ
ウクライナ、リウネ州ロキトニェ
地区ヴェジツァ村の住民。

© Denis Sinyakov / Greenpeace
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